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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材フィルムと、
　基材フィルムの一方の側の面上にパターニングされた第１透明導電体と、を備え、
　基材フィルムは、
　透明なフィルム本体と、
　フィルム本体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１アンダーコート層と、
　第１アンダーコート層の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１高屈折率層と、
　第１高屈折率層の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１低屈折率層と、を有し
、
　第１透明導電体の光屈折率は、基材フィルムの第１高屈折率層の光屈折率よりも小さく
、かつ基材フィルムの第１低屈折率層および第１アンダーコート層の光屈折率よりも大き
く、
　第１高屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内となっており、かつその光
屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０．２２／－０．２６の範囲内となっ
ており、波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．２２／－０．２６の範囲内となって
いる
　ことを特徴とするタッチパネルセンサ。
【請求項２】
　前記第１透明導電体は、その厚みが１２～２３ｎｍの範囲内となっており、かつその光
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屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して１．９７＋０．１３／－０．２５の範囲内となっ
ており、波長４００ｎｍの光に対して２．１２＋０．１３／－０．２５の範囲内となって
いる
　ことを特徴とする請求項１に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項３】
　前記第１低屈折率層は、その厚みが４１～８７ｎｍの範囲内となっており、かつその光
屈折率が１．３０～１．６７の範囲内となっている
　ことを特徴とする請求項１または２に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項４】
　第１アンダーコート層は、その厚みが６００～１００００ｎｍの範囲内となっており、
かつその光屈折率が１．３５～１．６７の範囲内となっている
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のタッチパネルセンサ。
【請求項５】
　請求項１に記載のタッチパネルセンサを作製するために用いられる積層体であって、
　基材フィルムと、
　基材フィルムの一方の側の面上に設けられた第１透明導電層と、を備え、
　基材フィルムは、
　透明なフィルム本体と、
　フィルム本体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１アンダーコート層と、
　第１アンダーコート層の前記第１透明導電層側の面上に設けられた第１高屈折率層と、
　第１高屈折率層の前記第１透明導電層側の面上に設けられた第１低屈折率層と、を有し
、
　第１透明導電層の光屈折率は、基材フィルムの第１高屈折率層の光屈折率よりも小さく
、かつ基材フィルムの第１低屈折率層および第１アンダーコート層の光屈折率よりも大き
く、
　第１高屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内となっており、かつその光
屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０．２２／－０．２６の範囲内となっ
ており、波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．２２／－０．２６の範囲内となって
いる
　ことを特徴とする積層体。
【請求項６】
　基材フィルムと、
　基材フィルムの一方の側の面上にパターニングされた第１透明導電体と、
　基材フィルムの他方の側の面上にパターニングされた第２透明導電体と、を備え、
　基材フィルムは、
　透明なフィルム本体と、
　フィルム本体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１アンダーコート層と、
　第１アンダーコート層の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１高屈折率層と、
　第１高屈折率層の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１低屈折率層と、
　フィルム本体の前記第２透明導電体側の面上に設けられた第２アンダーコート層と、
　第２アンダーコート層の前記第２透明導電体側の面上に設けられた第２高屈折率層と、
　第２高屈折率層の前記第２透明導電体側の面上に設けられた第２低屈折率層と、を有し
、
　第１透明導電体の光屈折率は、基材フィルムの第１高屈折率層の光屈折率よりも小さく
、かつ基材フィルムの第１低屈折率層および第１アンダーコート層の光屈折率よりも大き
く、
　第２透明導電体の光屈折率は、基材フィルムの第２高屈折率層の光屈折率よりも小さく
、かつ基材フィルムの第２低屈折率層および第２アンダーコート層の光屈折率よりも大き
く、
　第１高屈折率層および第２高屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内とな
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っており、かつその光屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０．２２／－０
．２６の範囲内となっており、波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．２２／－０．
２６の範囲内となっている
　ことを特徴とするタッチパネルセンサ。
【請求項７】
　前記第１透明導電体および前記第２透明導電体は、その厚みが１２～２３ｎｍの範囲内
となっており、かつその光屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して１．９７＋０．１３／
－０．２５の範囲内となっており、波長４００ｎｍの光に対して２．１２＋０．１３／－
０．２５の範囲内となっている
　ことを特徴とする請求項６に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項８】
　前記第１低屈折率層および前記第２低屈折率層は、その厚みが４１～８７ｎｍの範囲内
となっており、かつその光屈折率が１．３０～１．６７の範囲内となっている
　ことを特徴とする請求項６または７に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項９】
　第１アンダーコート層および第２アンダーコート層は、その厚みが６００～１００００
ｎｍの範囲内となっており、かつその光屈折率が１．３５～１．６７の範囲内となってい
る
　ことを特徴とする請求項６乃至８のいずれかに記載のタッチパネルセンサ。
【請求項１０】
　請求項６に記載のタッチパネルセンサを作製するために用いられる積層体であって、
　基材フィルムと、
　基材フィルムの一方の側の面上に設けられた第１透明導電層と、
　基材フィルムの他方の側の面上に設けられた第２透明導電層と、を備え、
　基材フィルムは、
　透明なフィルム本体と、
　フィルム本体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１アンダーコート層と、
　第１アンダーコート層の前記第１透明導電層側の面上に設けられた第１高屈折率層と、
　第１高屈折率層の前記第１透明導電層側の面上に設けられた第１低屈折率層と、
　フィルム本体の前記第２透明導電体側の面上に設けられた第２アンダーコート層と、
　第２アンダーコート層の前記第２透明導電層側の面上に設けられた第２高屈折率層と、
　第２高屈折率層の前記第２透明導電層側の面上に設けられた第２低屈折率層と、を有し
、
　第１透明導電層の光屈折率は、基材フィルムの第１高屈折率層の光屈折率よりも小さく
、かつ基材フィルムの第１低屈折率層および第１アンダーコート層の光屈折率よりも大き
く、
　第２透明導電層の光屈折率は、基材フィルムの第２高屈折率層の光屈折率よりも小さく
、かつ基材フィルムの第２低屈折率層および第２アンダーコート層の光屈折率よりも大き
く、
　第１高屈折率層および第２高屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内とな
っており、かつその光屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０．２２／－０
．２６の範囲内となっており、波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．２２／－０．
２６の範囲内となっている
　ことを特徴とする積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルセンサ、およびタッチパネルセンサを作製するための積層体に
関する。
【背景技術】
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【０００２】
　今日、入力手段として、タッチパネル装置が広く用いられている。タッチパネル装置は
、タッチパネルセンサ、タッチパネルセンサ上への接触位置を検出する制御回路、配線お
よびＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）を含んでいる。タッチパネル装置は、多くの場
合、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等の表示装置が組み込まれた種々の装置等
（例えば、券売機、ＡＴＭ装置、携帯電話、ゲーム機）に対する入力手段として、表示装
置とともに用いられている。このような装置において、タッチパネルセンサは表示装置の
表示面上に配置され、これにより、タッチパネル装置は表示装置に対する極めて直接的な
入力を可能にする。タッチパネルセンサのうちの表示装置の表示領域に対面する領域は透
明になっており、タッチパネルセンサのこの領域が、接触位置（接近位置）を検出し得る
アクティブエリアを構成するようになる。
【０００３】
　タッチパネル装置は、タッチパネルセンサ上への接触位置（接近位置）を検出する原理
に基づいて、種々の形式に区別され得る。昨今では、光学的に明るいこと、意匠性がある
こと、構造が容易であること、機能的にも優れていること等の理由から、容量結合方式の
タッチパネル装置が注目されている。容量結合方式のタッチパネル装置においては、位置
を検知されるべき外部導体（典型的には、指）が誘電体を介してタッチパネルセンサに接
触（接近）することにより、新たに奇生容量が発生し、この静電容量の変化を利用して、
タッチパネルセンサ上における対象物の位置を検出するようになっている。容量結合方式
には表面型と投影型とがあるが、マルチタッチの認識（多点認識）への対応に適している
ことから、投影型が注目を浴びている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　投影型容量結合方式のタッチパネルセンサは、誘電体と、誘電体の両側に異なるパター
ンでそれぞれ形成された第１センサ電極および第２センサ電極と、を有している。典型的
には、第１センサ電極および第２センサ電極は、格子状に配列された透明導電体を有し、
外部導体（典型的には、指）がタッチパネルセンサに接触または接近した際に生じる、電
磁的な変化または静電容量の変化に基づき、透明導電体の位置を検出するようになってい
る。
【０００５】
　このような投影型容量結合方式のタッチパネルセンサは、一般に、第１透明基板に第１
アンダーコート層を介して第１透明導電層が形成された第１フィルムと、第２透明基板に
第２アンダーコート層を介して第２透明導電層が形成された第２フィルムとを粘着層によ
り接合することで作製されている（例えば、特許文献２）。特許文献２において、各アン
ダーコート層は、低屈折率層と、低屈折率層よりも光屈折率が高い高屈折率層とを含む積
層体から構成されている。
【０００６】
　投影型容量結合方式のタッチパネルセンサにおいて、一般に、透明導電体の光屈折率は
比較的に大きく、このため、タッチパネルセンサのうち透明導電体が配列されている領域
と透明導電体が配列されていない領域との間における光の透過率および反射率の差が大き
くなる場合がある。このように領域間における光の透過率および反射率の差が大きい場合
、透明導電体のパターンがタッチパネルセンサの使用者から視認されることになり、意匠
上の観点から好ましくない。このような課題を解決するため、例えば特許文献２において
は、粘着層として用いる材料の光屈折率を適宜調整することにより、領域間における光の
反射率の差が低減されたタッチパネルセンサが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００７－５３３０４４号公報
【特許文献２】特開２００８－９８１６９号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、昨今においては、タッチパネル装置およびタッチパネルセンサに対して、薄
型化および光学特性の向上が要望されている。しかしながら、特許文献２に記載のタッチ
パネルセンサにおいては、二枚のフィルムセンサが貼り合わされるとともに、二枚のフィ
ルムセンサ間に粘着層（ＯＣＡ、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　Ａｄｈｅ
ｓｉｖｅ）が介在されているため、タッチパネルセンサの厚みが厚くなるだけでなく、透
過光に対して光学的作用を及ぼし得る界面の数を増やしてしまう。この結果、表示装置か
らの映像光の透過率を低下させてしまうとともに、表示装置が表示する映像の画質を劣化
させてしまう。また、粘着層を多く用いることにより製造コストも増大する。
【０００９】
　本発明は、このような課題を効果的に解決し得るタッチパネルセンサ、並びに、タッチ
パネルセンサを作製するために用いられる積層体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によるタッチパネルセンサは、基材フィルムと、基材フィルムの一方の側の面上
にパターニングされた第１透明導電体と、を備え、基材フィルムは、透明なフィルム本体
と、フィルム本体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１アンダーコート層と、
第１アンダーコート層の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１高屈折率層と、第
１高屈折率層の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１低屈折率層と、を有し、第
１透明導電体の光屈折率は、基材フィルムの第１高屈折率層の光屈折率よりも小さく、か
つ基材フィルムの第１低屈折率層および第１アンダーコート層の光屈折率よりも大きく、
第１高屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内となっており、かつその光屈
折率が、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０．２２／－０．２６の範囲内となって
おり、波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．２２／－０．２６の範囲内となってい
ることを特徴とするタッチパネルセンサである。
【００１１】
　本発明によるタッチパネルセンサにおいて、好ましくは、前記第１透明導電体は、その
厚みが１２～２３ｎｍの範囲内となっており、かつその光屈折率が、波長５５０ｎｍの光
に対して１．９７＋０．１３／－０．２５の範囲内となっており、波長４００ｎｍの光に
対して２．１２＋０．１３／－０．２５の範囲内となっている。
【００１２】
　本発明によるタッチパネルセンサにおいて、好ましくは、前記第１低屈折率層は、その
厚みが４１～８７ｎｍの範囲内となっており、かつその光屈折率が１．３０～１．６７の
範囲内となっている。
【００１３】
　本発明によるタッチパネルセンサにおいて、好ましくは、第１アンダーコート層は、そ
の厚みが６００～１００００ｎｍの範囲内となっており、かつその光屈折率が１．３５～
１．６７の範囲内となっている。
【００１４】
　本発明によるタッチパネルセンサを作製するために用いられる積層体は、基材フィルム
と、基材フィルムの一方の側の面上に設けられた第１透明導電層と、を備え、基材フィル
ムは、透明なフィルム本体と、フィルム本体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた
第１アンダーコート層と、第１アンダーコート層の前記第１透明導電層側の面上に設けら
れた第１高屈折率層と、第１高屈折率層の前記第１透明導電層側の面上に設けられた第１
低屈折率層と、を有し、第１透明導電層の光屈折率は、基材フィルムの第１高屈折率層の
光屈折率よりも小さく、かつ基材フィルムの第１低屈折率層および第１アンダーコート層
の光屈折率よりも大きく、第１高屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内と
なっており、かつその光屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０．２２／－
０．２６の範囲内となっており、波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．２２／－０
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．２６の範囲内となっていることを特徴とする積層体である。
【００１５】
　本発明によるタッチパネルセンサは、基材フィルムと、基材フィルムの一方の側の面上
にパターニングされた第１透明導電体と、基材フィルムの他方の側の面上にパターニング
された第２透明導電体と、を備え、基材フィルムは、透明なフィルム本体と、フィルム本
体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１アンダーコート層と、第１アンダーコ
ート層の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１高屈折率層と、第１高屈折率層の
前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１低屈折率層と、フィルム本体の前記第２透
明導電体側の面上に設けられた第２アンダーコート層と、第２アンダーコート層の前記第
２透明導電体側の面上に設けられた第２高屈折率層と、第２高屈折率層の前記第２透明導
電体側の面上に設けられた第２低屈折率層と、を有し、第１透明導電体の光屈折率は、基
材フィルムの第１高屈折率層の光屈折率よりも小さく、かつ基材フィルムの第１低屈折率
層および第１アンダーコート層の光屈折率よりも大きく、第２透明導電体の光屈折率は、
基材フィルムの第２高屈折率層の光屈折率よりも小さく、かつ基材フィルムの第２低屈折
率層および第２アンダーコート層の光屈折率よりも大きく、第１高屈折率層および第２高
屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内となっており、かつその光屈折率が
、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０．２２／－０．２６の範囲内となっており、
波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．２２／－０．２６の範囲内となっていること
を特徴とするタッチパネルセンサである。
【００１６】
　本発明によるタッチパネルセンサにおいて、好ましくは、前記第１透明導電体および前
記第２透明導電体は、その厚みが１２～２３ｎｍの範囲内となっており、かつその光屈折
率が、波長５５０ｎｍの光に対して１．９７＋０．１３／－０．２５の範囲内となってお
り、波長４００ｎｍの光に対して２．１２＋０．１３／－０．２５の範囲内となっている
。
【００１７】
　本発明によるタッチパネルセンサにおいて、好ましくは、前記第１低屈折率層および前
記第２低屈折率層は、その厚みが４１～８７ｎｍの範囲内となっており、かつその光屈折
率が１．３０～１．６７の範囲内となっている。
【００１８】
　本発明によるタッチパネルセンサにおいて、好ましくは、第１アンダーコート層および
第２アンダーコート層は、その厚みが６００～１００００ｎｍの範囲内となっており、か
つその光屈折率が１．３５～１．６７の範囲内となっている。
【００１９】
　本発明によるタッチパネルセンサを作製するために用いられる積層体は、基材フィルム
と、基材フィルムの一方の側の面上に設けられた第１透明導電層と、基材フィルムの他方
の側の面上に設けられた第２透明導電層と、を備え、基材フィルムは、透明なフィルム本
体と、フィルム本体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１アンダーコート層と
、第１アンダーコート層の前記第１透明導電層側の面上に設けられた第１高屈折率層と、
第１高屈折率層の前記第１透明導電層側の面上に設けられた第１低屈折率層と、フィルム
本体の前記第２透明導電体側の面上に設けられた第２アンダーコート層と、第２アンダー
コート層の前記第２透明導電層側の面上に設けられた第２高屈折率層と、第２高屈折率層
の前記第２透明導電層側の面上に設けられた第２低屈折率層と、を有し、第１透明導電層
の光屈折率は、基材フィルムの第１高屈折率層の光屈折率よりも小さく、かつ基材フィル
ムの第１低屈折率層および第１アンダーコート層の光屈折率よりも大きく、第２透明導電
層の光屈折率は、基材フィルムの第２高屈折率層の光屈折率よりも小さく、かつ基材フィ
ルムの第２低屈折率層および第２アンダーコート層の光屈折率よりも大きく、第１高屈折
率層および第２高屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内となっており、か
つその光屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０．２２／－０．２６の範囲
内となっており、波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．２２／－０．２６の範囲内
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となっていることを特徴とする積層体である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、タッチパネルセンサは、基材フィルムと、基材フィルムの一方の側の
面上にパターニングされた第１透明導電体とを備えている。このうち基材フィルムは、透
明なフィルム本体と、フィルム本体の前記第１透明導電体側の面上に設けられた第１アン
ダーコート層と、第１アンダーコート層の第１透明導電体側の面上に設けられた第１高屈
折率層と、第１高屈折率層の第１透明導電体側の面上に設けられた第１低屈折率層とを有
している。また、第１透明導電体の光屈折率は、基材フィルムの第１高屈折率層の光屈折
率よりも小さく、かつ基材フィルムの第１低屈折率層および第１アンダーコート層の光屈
折率よりも大きくなっている。また、第１高屈折率層は、その厚みが３．６～８．３ｎｍ
の範囲内となっており、かつその光屈折率が、波長５５０ｎｍの光に対して２．１８＋０
．２２／－０．２６の範囲内となっており、波長４００ｎｍの光に対して２．３６＋０．
２２／－０．２６の範囲内となっている。このため、フィルムセンサのうち第１透明導電
体がパターニングされている領域とパターニングされていない領域との間における光の透
過率および反射率の差を小さくすることができる。このことにより、第１透明導電体のパ
ターンがフィルムセンサの外部から視認されるのを防ぐことができ、これによって、フィ
ルムセンサの意匠性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明による一実施の形態を説明するための図であって、タッチパネル
装置を表示装置とともに概略的に示す図である。
【図２】図２は、図１のタッチパネル装置のタッチパネルセンサを表示装置ともに示す断
面図である。なお、図２に示された断面は、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面に概ね対応
している。
【図３Ａ】図３Ａは、タッチパネル装置のタッチパネルセンサを示す上面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３ＡのＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面図である。
【図４】図４（ａ）は、タッチパネルセンサに含まれる基材フィルムの具体例を示す図で
あり、図４（ｂ）は、基材フィルムの機能層により透過光のスペクトルが各波長域で平坦
にされる様子を示す図である。
【図５】図５（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）は、タッチパネルセンサを作製するために用いら
れる積層体を製造する方法を説明するための図である。
【図６Ａ】図６Ａは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｃ】図６Ｃは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｄ】図６Ｄは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｅ】図６Ｅは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｆ】図６Ｆは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｇ】図６Ｇは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｈ】図６Ｈは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｉ】図６Ｉは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
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【図６Ｊ】図６Ｊは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｋ】図６Ｋは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図６Ｌ】図６Ｌは、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するための図であ
る。
【図７】図７は、図３のタッチパネルセンサを製造する方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【図８】図８は、図６Ｆに示された工程におけるエッチングの進行を説明するための図で
ある。
【図９Ａ】図９Ａは、図６Ｉ（ａ）に対応する図であって、タッチパネルセンサの製造方
法の一変形例を説明するための図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図６Ｊ（ａ）に対応する図であって、タッチパネルセンサの製造方
法の一変形例を説明するための図である。
【図１０】図１０（ａ）および図１０（ｂ）は、図６Ｃ（ａ）および図６Ｃ（ｂ）にそれ
ぞれ対応する図であって、タッチパネルセンサの製造方法の一変形例を説明するための図
である。
【図１１】図１１は、図３に対応する図であって、透明導電体の変形例を説明するための
図である。
【図１２】図１２は、図３Ｂに対応する図であって、従来のタッチパネルセンサを示す断
面図である。
【図１３】図１３は、本発明によるタッチパネルセンサの高屈折率層および透明導電体に
おいて、屈折率の波長依存性の一例を示す図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、実施例１における反射スペクトルを示す図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、実施例１における反射率差を示す図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、実施例１における透過スペクトルを示す図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、実施例１における透過率差を示す図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、比較例１における反射率差を示す図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、比較例１における反射率差を、実施例１における反射率差とあ
わせて示す図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、比較例１における透過率差を示す図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、比較例１における透過率差を、実施例１における反射率差とあ
わせて示す図である。
【図１８】図１８は、実施例２において、高屈折率層の光屈折率の変位量と、ΔＹ（反射
）、ΔＹ（透過）およびｂ＊との関係を示す図である。
【図１９】図１９は、実施例３において、高屈折率層の厚みと、ΔＹ（反射）、ΔＹ（透
過）およびｂ＊との関係を示す図である。
【図２０】図２０は、実施例４において、透明導電体の光屈折率の変位量と、ΔＹ（反射
）、ΔＹ（透過）およびｂ＊との関係を示す図である。
【図２１】図２１は、実施例５において、透明導電体の厚みと、ΔＹ（反射）、ΔＹ（透
過）およびｂ＊との関係を示す図である。
【図２２】図２２は、実施例６において、低屈折率層の光屈折率と、ΔＹ（反射）、ΔＹ
（透過）およびｂ＊との関係を示す図である。
【図２３】図２３は、実施例７において、低屈折率層の厚みと、ΔＹ（反射）、ΔＹ（透
過）およびｂ＊との関係を示す図である。
【図２４】図２４は、実施例８において、アンダーコート層の光屈折率と、ΔＹ（反射）
、ΔＹ（透過）およびｂ＊との関係を示す図。
【図２５】図２５は、実施例９において、アンダーコート層の厚みと、ΔＹ（反射）、Δ
Ｙ（透過）およびｂ＊との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
　なお、本明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺
および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。
【００２４】
　また、本件において、「シート」、「フィルム」、「板」の用語は、呼称の違いのみに
基づいて、互いから区別されるものではない。したがって、例えば、「シート」はフィル
ムや板等とも呼ばれ得るような部材や部分も含む概念である。
【００２５】
　タッチパネル装置
　はじめに図１および図２を参照して、タッチパネル装置２０全体について説明する。図
１および図２に示されたタッチパネル装置２０は、投影型の静電容量結合方式として構成
され、タッチパネル装置２０への外部導体（例えば、人間の指）の接触位置を検出可能に
構成されている。なお、静電容量結合方式のタッチパネル装置２０の検出感度が優れてい
る場合には、外部導体がタッチパネル装置に接近しただけで当該外部導体がタッチパネル
装置のどの領域に接近しているかを検出することができる。このような現象にともなって
、ここで用いる「接触位置」とは、実際には接触していないが位置を検出され得る接近位
置を含む概念とする。
【００２６】
　図１および図２に示すように、タッチパネル装置２０は、表示装置（例えば液晶表示装
置）１５とともに組み合わせられて用いられ、入出力装置１０を構成している。図示され
た表示装置１５は、フラットパネルディスプレイとして構成されている。表示装置１５は
、表示面１６ａを有した表示パネル１６と、表示パネル１６に接続された表示制御部１７
と、を有している。表示パネル１６は、映像を表示することができる表示領域Ａ１と、表
示領域Ａ１を取り囲むようにして表示領域Ａ１の外側に配置された非表示領域（額縁領域
とも呼ばれる）Ａ２と、を含んでいる。表示制御部１７は、表示されるべき映像に関する
情報を処理し、映像情報に基づいて表示パネル１６を駆動する。表示パネル１６は、表示
制御部１７の制御信号により、所定の映像を表示面１６ａに表示するようになる。すなわ
ち、表示装置１５は、文字や図等の情報を映像として出力する出力装置として役割を担っ
ている。
【００２７】
　図１に示すように、タッチパネル装置２０は、表示装置１５の表示面１６ａ上に配置さ
れたタッチパネルセンサ３０と、タッチパネルセンサ３０に接続された検出制御部２５と
、を有している。このうちタッチパネルセンサ３０は、図２に示すように、表示装置１５
の表示面１６ａ上に接着層１９を介して接着されている。上述したように、タッチパネル
装置２０は、投影型容量結合方式のタッチパネル装置として構成されており、情報を入力
する入力装置としての役割を担っている。
【００２８】
　また、図２に示すように、タッチパネル装置２０は、タッチパネルセンサ３０の観察者
側、すなわち、表示装置１５とは反対の側に、誘電体として機能する透光性を有した保護
カバー１２をさらに有している。保護カバー１２は、タッチパネルセンサ３０上に接着層
１４を介して接着されている。この保護カバー１２は、タッチパネル装置２０への入力面
（タッチ面、接触面）として機能するようになる。つまり、保護カバー１２に導体、例え
ば人間の指５を接触させることにより、タッチパネル装置２０に対して外部から情報を入
力することができるようになっている。また、保護カバー１２は、入出力装置１０の最観
察者側面をなしており、入出力装置１０において、タッチパネル装置２０および表示装置
１５を外部から保護するカバーとしも機能する。
【００２９】
　なお、上述した接着層１４，１９としては、種々の接着性を有した材料からなる層を用
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いることができる。また、本明細書において、「接着（層）」は粘着（層）をも含む概念
として用いる。
【００３０】
　タッチパネル装置２０の検出制御部２５は、タッチパネルセンサ３０に接続され、保護
カバー１２を介して入力された情報を処理する。具体的には、検出制御部２５は、保護カ
バー１２へ導体（典型的には、人間の指）５が接触している際に、保護カバー１２への導
体５の接触位置を特定し得るように構成された回路（検出回路）を含んでいる。また、検
出制御部２５は、表示装置１５の表示制御部１７と接続され、処理した入力情報を表示制
御部１７へ送信することもできる。この際、表示制御部１７は、入力情報に基づいた映像
情報を作成し、入力情報に対応した映像を表示パネル１６に表示させることができる。
【００３１】
　なお、「容量結合」方式および「投影型」の容量結合方式との用語は、タッチパネルの
技術分野で用いられる際の意味と同様の意味を有するものとして、本件においても用いて
いる。なお、「容量結合」方式は、タッチパネルの技術分野において「静電容量」方式や
「静電容量結合」方式等とも呼ばれており、本件では、これらの「静電容量」方式や「静
電容量結合」方式等と同義の用語として取り扱う。典型的な静電容量結合方式のタッチパ
ネル装置は導電体層を含んでおり、外部の導体（典型的には人間の指）がタッチパネルに
接触することにより、外部の導体とタッチパネル装置の導電体層との間でコンデンサ（静
電容量）が形成されるようになる。そして、このコンデンサの形成にともなった電気的な
状態の変化に基づき、タッチパネル上において外部導体が接触している位置の位置座標が
特定されるようになる。また、「投影型」の容量結合方式は、タッチパネルの技術分野に
おいて「投影式」の容量結合方式等とも呼ばれており、本件では、この「投影式」の容量
結合方式等と同義の用語として取り扱う。「投影型」の容量結合方式とは、典型的には、
格子状に配列されたセンサ電極を有し、膜状の電極を有する「表面型」の容量結合方式と
対比され得る。
【００３２】
　タッチパネルセンサ
　次に図２乃至図４を参照して、タッチパネルセンサ３０について詳述する。図２に示す
ように、タッチパネルセンサ３０は、基材フィルム３２と、基材フィルム３２の一方の側
（観察者側）の面３２ａ上に所定のパターンで設けられた第１透明導電体４０と、基材フ
ィルム３２の他方の側（表示装置１５の側）の面３２ｂ上に所定のパターンで設けられた
第２透明導電体４５と、を有している。
【００３３】
　このうち基材フィルム３２は、タッチパネルセンサ３０において誘電体として機能する
ものである。図３Ａに示すように、基材フィルム３２は、タッチ位置を検出され得る領域
に対応するアクティブエリアＡａ１と、アクティブエリアＡａ１に隣接する非アクティブ
エリアＡａ２と、を含んでいる。このうちアクティブエリアＡａ１は、図１に示すように
、表示装置１５の表示領域Ａ１に対面する領域を占めており、一方、非アクティブエリア
Ａａ２は、矩形状のアクティブエリアＡａ１を四方から周状に取り囲むように、言い換え
ると、額縁状に形成されている。この非アクティブエリアＡａ２は、表示装置１５の非表
示領域Ａ２に対面する領域に形成されている。
【００３４】
　前述のとおり、基材フィルム３２には第１透明導電体４０および第２透明導電体４５が
設けられており、このうち基材フィルム３２のアクティブエリアＡａ１に設けられた第１
透明導電体４０および第２透明導電体４５により、外部導体５との間で容量結合を形成し
得る第１センサ電極３６ａおよび第２センサ電極３７ａがそれぞれ形成されている（図３
Ａ参照）。後述するように、基材フィルム３２、第１透明導電体４０および第２透明導電
体４５はそれぞれ透光性を有しており、このため観察者は、これらを介して、表示装置１
５に表示された映像を観察することができる。
【００３５】
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　一方、図３Ａに示すように、基材フィルム３２の非アクティブエリアＡａ２に設けられ
た第１透明導電体４０および第２透明導電体４５により、第１センサ電極３６ａおよび第
２センサ電極３７ａとの電気的接続を有する第１取出配線３６ｂおよび第２取出配線３７
ｂがそれぞれ形成されている。取出配線３６ｂ，３７ｂは、その一端においてセンサ電極
３６ａ，３７ａに接続され、また、その他端において、外部導体５の表示面１６ａへの接
触位置を検出するように構成された検出制御部２５の検出回路に電気的に接続されている
。
【００３６】
　なお図３Ａおよび図３Ｂに示すように、第１取出配線３６ｂは、第１透明導電体４０の
一部分上に設けられた第１取出導電体４３を更に含んでいてもよい。同様に、第２取出配
線３７ｂは、第２透明導電体４５の一部分上に設けられた第２取出導電体４８（後に図５
（ｄ）にて示す）を更に含んでいてもよい。ここで、第１取出導電体４３の比抵抗は第１
透明導電体４０の比抵抗よりも小さくなっており、また第２取出導電体４８の比抵抗は第
２透明導電体４５の比抵抗よりも小さくなっている。このため、第１取出配線３６ｂおよ
び第２取出配線３７ｂが第１取出導電体４３および第２取出導電体４８を更に含むことに
より、センサ電極３６ａ，３７ａからの電気信号をより効率良く検出制御部２５の検出回
路に伝導させることができる。
【００３７】
　また図３Ｂに示すように、第１取出配線３６ｂにおいて、第１透明導電体４０と第１取
出導電体４３との間に第１中間層６１が介在されていてもよい。同様に、第２取出配線３
７ｂにおいて、第２透明導電体４５と第２取出導電体４８との間に第２中間層６６（後に
図５（ｄ）にて示す）が介在されていてもよい。さらに、図３Ｂに示すように、第１取出
配線３６ｂにおいて、第１取出導電体４３上に第１保護層６２が設けられていてもよい。
同様に、第２取出配線３７ｂにおいて、第２取出導電体４８上に第２保護層６７（後に図
５（ｄ）にて示す）が設けられていてもよい。
【００３８】
　次に、タッチパネルセンサ３０を構成する各要素についてさらに詳述する。
【００３９】
　透明導電体
　はじめに、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５について詳述する。第１透明
導電体４０および第２透明導電体４５は、導電性を有した材料から形成され、外部導体５
の保護カバー１２への接触位置を検出するように構成された検出制御部２５の検出回路に
電気的に接続されている。第１透明導電体４０は、基材フィルム３２のアクティブエリア
Ａａ１に配置された多数の第１センサ部（第１センサ導電体、センサ電極）４１と、各第
１センサ部４１にそれぞれ接続され基材フィルム３２の非アクティブエリアＡａ２に配置
された多数の第１接続部（第１端子導電体）４２と、を有している。同様に、第２透明導
電体４５は、基材フィルム３２のアクティブエリアＡａ１に配置された多数の第２センサ
部（第２センサ導電体、センサ電極）４６と、各第２センサ部４６にそれぞれ接続され基
材フィルム３２の非アクティブエリアＡａ２に配置された多数の第２接続部（第２端子導
電体）４７と、を有している。
【００４０】
　第１透明導電体４０の第１センサ部４１は、基材フィルム３２の一方の側（観察者側）
の面３２ａ上に所定のパターンで配置されている。また、第２透明導電体４５の第２セン
サ部４６は、基材フィルム３２の他方の側（表示装置１５の側）の面３２ｂ上に、第１透
明導電体４０の第１センサ部４１のパターンとは異なる所定のパターンで配置されている
。より具体的には、図３Ａに示すように、第１透明導電体４０の第１センサ部４１は、基
材フィルム３２のフィルム面に沿った一方向に並べて配列された線状導電体として構成さ
れている。また、第２透明導電体４５の第２センサ部４６は、前記一方向と交差する基材
フィルム３２のフィルム面に沿った他方向に並べて配列された線状導電体として構成され
ている。図３Ａに示すように、第１センサ部４１の配列方向である一方向と、第２センサ
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部４６の配列方向である他方向と、は基材フィルム３２のフィルム面上において直交して
いる。
【００４１】
　図３Ａに示すように、第１センサ部４１をなす線状導電体の各々は、その配列方向（前
記一方向）と交差する方向に線状に延びている。同様に、第２センサ部４６をなす線状導
電体の各々は、その配列方向（前記他方向）と交差する方向に線状に延びている。とりわ
け図示する例において、第１センサ部４１は、その配列方向（前記一方向）と直交する方
向（前記他方向）に沿って直線状に延びており、第２センサ部４６は、その配列方向（前
記他方向）と直交する方向（前記一方向）に沿って直線状に延びている。
【００４２】
　本実施の形態において、各第１センサ部４１は、直線状に延びるライン部４１ａと、ラ
イン部４１ａから膨出した膨出部４１ｂと、を有している。図示する例において、ライン
部４１ａは、第１センサ部４１の配列方向と交差する方向に沿って直線状に延びている。
膨出部４１ｂは、基材フィルム３２のフィルム面に沿ってライン部４１ａから膨らみ出て
いる部分である。したがって、各第１センサ部４１の幅は、膨出部４１ｂが設けられてい
る部分において太くなっている。図３Ａに示すように、本実施の形態において、各第１セ
ンサ部４１は、膨出部４１ｂにおいて平面視略正方形形状の外輪郭を有するようになって
いる。
【００４３】
　第２透明導電体４５に含まれる第２センサ部４６も、第１透明導電体４０に含まれる第
１センサ部４１と同様に構成されている。すなわち、第２透明導電体４５に含まれる各第
２センサ４６は、直線状に延びるライン部４６ａと、ライン部４６ａから膨出した膨出部
４６ｂと、を有している。図示する例において、ライン部４６ａは、第２センサ部４６の
配列方向と交差する方向に沿って直線状に延びている。膨出部４６ｂは、基材フィルム３
２のフィルム面に沿ってライン部４６ａから膨らみ出ている部分である。したがって、各
第２センサ部４６の幅は、膨出部４６ｂが設けられている部分において太くなっている。
図３Ａに示すように、本実施の形態において、各第２センサ部４６は、膨出部４６ｂにお
いて平面視略正方形形状の外輪郭を有するようになっている。
【００４４】
　なお、図３Ａに示すように、基材フィルム３２のフィルム面の法線方向から観察した場
合（すなわち、平面視において）、第１透明導電体４０に含まれる各第１センサ部４１は
、第２透明導電体４５に含まれる多数の第２センサ部４６と交差している。そして、図３
Ａに示すように、第１透明導電体４０の膨出部４１ｂは、第１センサ部４１上において、
隣り合う二つの第２センサ部４６との交差点の間に配置されている。同様に、基材フィル
ム３２のフィルム面の法線方向から観察した場合、第２透明導電体４５に含まれる各第２
センサ部４６は、第１透明導電体４０に含まれる多数の第１センサ部４１と交差している
。そして、第２透明導電体４５の膨出部４６ｂも、第２センサ部４６上において、隣り合
う二つの第１センサ部４１との交差点の間に配置されている。さらに、本実施の形態にお
いて、第１透明導電体４０に含まれる第１センサ部４１の膨出部４１ｂと、第２透明導電
体４５に含まれる第２センサ部４６の膨出部４６ｂとは、基材フィルム３２のフィルム面
の法線方向から観察した場合に重ならないように配置されている。つまり、基材フィルム
３２のフィルム面の法線方向から観察した場合、第１透明導電体４０に含まれる第１セン
サ部４１と第２透明導電体４５に含まれる第２センサ部４６とは、各センサ部４１，４６
のライン部４１ａ、４６ａのみにおいて交わっている。
【００４５】
　上述したように、第１透明導電体４０は、このような第１センサ部４１に接続された第
１接続部４２を有している。第１接続部４２は、第１センサ部４１の各々に対し、接触位
置の検出方法に応じて一端または両端に設けられている。各第１接続部４２は、対応する
第１センサ部４１の端部からそれぞれ線状に延び出している。同様に、第２透明導電体４
５は、第２センサ部４６に接続された第２接続部４７を有している。第２接続部４７は、
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第２センサ部４６の各々に対し、接触位置の検出方法に応じて一端または両端に設けられ
ている。各第２接続部４７は、対応する第２センサ部４６の端部からそれぞれ線状に延び
出している。図３Ａに示すように、本実施の形態において、第１接続部４２は第１センサ
部４１と同一の材料から一体的に形成され、第２接続部４７は第１センサ部４６と同一の
材料から一体的に形成されている。
【００４６】
　第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の材料としては、透明性および所要の導
電性を有するものが用いられる。このような材料として、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）
、酸化亜鉛、酸化インジウム、アンチモン添加酸化錫、フッ素添加酸化錫、アルミニウム
添加酸化亜鉛、カリウム添加酸化亜鉛、シリコン添加酸化亜鉛や、酸化亜鉛－酸化錫系、
酸化インジウム－酸化錫系、酸化亜鉛－酸化インジウム－酸化マグネシウム系などの金属
酸化物を挙げることができ、また、これらの金属酸化物が２種以上複合されてもよい。第
１透明導電体４０および第２透明導電体４５の形成方法は特には限定されず、スパッタリ
ング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ法、塗工法、印刷法などを用いる
ことができる。本実施の形態においては、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５
が、スパッタリング法により形成されたＩＴＯからなる。
【００４７】
　なおＩＴＯからなる透明導電体４０、４５の光屈折率は、光波長５５０ｎｍ付近におい
て例えば１．９４となっている。光屈折率の算出方法は特には限定されないが、例えばエ
リプソメーターを用いた測定から算出される。また後述する基材フィルム３２の各層にお
いても、当該各層の光波長５５０ｎｍ付近における光屈折率が例えばエリプソメーターを
用いた測定から算出される。
【００４８】
　ＩＴＯからなる透明導電体４０、４５の厚みは、好ましくは２０ｎｍ以下となっており
、例えば各々１８ｎｍとなっている。膜厚が小さい場合、例えば４０ｎｍ以下の場合、一
般に、透明導電体４０、４５の厚みが小さいほど、透明導電体４０、４５に由来する光の
反射率は小さくなり、吸収項の影響が小さいため透過率が高くなる。
【００４９】
　透明導電体４０、４５とフィルム本体３３との間にインデックスマッチング層（後述）
が介在されていない場合、一般に、透明導電体４０、４５における光の反射率が小さいほ
ど、タッチパネルセンサ３０のうち透明導電体４０、４５がパターニングされている領域
と透明導電体４０、４５がパターニングされていない領域との間における光の反射率の差
も小さくなる。このため、透明導電体４０、４５の厚みをより小さくすることにより、タ
ッチパネルセンサ３０のうち透明導電体４０、４５がパターニングされている領域と透明
導電体４０、４５がパターニングされていない領域との間における光の反射率の差を小さ
くすることができ、これによって、透明導電体４０、４５のパターンがタッチパネルセン
サ３０の使用者から視認されるのを防ぐことができる。
【００５０】
　一方、透明導電体４０、４５とフィルム本体３３との間にインデックスマッチング層を
介在させると、タッチパネルセンサ３０のうち透明導電体４０、４５がパターニングされ
ている領域における反射率と、透明導電体４０、４５がパターニングされていない領域に
おける反射率とが変化する。この際、インデックスマッチング層を適切に設計することに
より、透明導電体４０、４５がパターニングされている領域における反射率、または、透
明導電体４０、４５がパターニングされていない領域における反射率のうちどちらか一方
をより大きく変化させることができる。
【００５１】
　インデックスマッチング層が介在されていない場合、一般に、透明導電体４０、４５が
パターニングされている領域における反射率は、透明導電体４０、４５がパターニングさ
れていない領域における反射率よりも大きくなっている。ここで、インデックスマッチン
グ層を介在させることにより、例えば、透明導電体４０、４５がパターニングされている
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領域における反射率と、透明導電体４０、４５がパターニングされていない領域における
反射率とをともに低下させることができるが、この際、インデックスマッチング層を適切
に設計することにより、透明導電体４０、４５がパターニングされている領域における反
射率の低下の程度を、透明導電体４０、４５がパターニングされていない領域における反
射率の低下の程度よりも大きくすることができる。これによって、タッチパネルセンサ３
０のうち透明導電体４０、４５がパターニングされている領域と透明導電体４０、４５が
パターニングされていない領域との間における光の反射率の差を小さくすることができる
。
【００５２】
　ここでインデックスマッチング層とは、少なくとも一対の高屈折率層および低屈折率層
を含む層のことである。このようなインデックスマッチング層が透明導電体４０、４５と
フィルム本体３３との間に介在されている場合、薄膜干渉の効果が生じ、これによって、
タッチパネルセンサ３０のうち透明導電体４０、４５がパターニングされている領域と透
明導電体４０、４５がパターニングされていない領域との間における光の反射率および透
過率の差を小さくすることができる。本実施の形態においては、後述する第１高屈折率層
７２および第１低屈折率層７３により第１透明導電体４０とフィルム本体３３との間のイ
ンデックスマッチング層（後述する第１機能層７０）が構成されており、また後述する第
２高屈折率層７７および第２低屈折率層７８により第２透明導電体４５とフィルム本体３
３との間のインデックスマッチング層（後述する第２機能層７５）が構成されている。
【００５３】
　本実施の形態においては、透明導電体４０、４５の厚みをより小さくすること、および
、透明導電体４０、４５とフィルム本体３３との間にインデックスマッチング層を介在さ
せることにより、タッチパネルセンサ３０のうち透明導電体４０、４５がパターニングさ
れている領域と透明導電体４０、４５がパターニングされていない領域との間における光
の反射率および透過率の差を小さくすることを意図している。
【００５４】
　ところで、一般に、透明導電体４０、４５の厚みが小さいほど、透明導電体４０、４５
の電気抵抗は大きくなる。透明導電体４０、４５の電気抵抗が大きくなると、透明導電体
４０、４５からなるセンサ電極３６ａ，３７ａから検出制御部２５の検出回路に送られる
電気信号が阻害されることが考えられる。このため、透明導電体４０、４５の厚みを従来
よりも小さくする場合、透明導電体４０、４５の電気抵抗が過大にならないよう、透明導
電体４０、４５の材料として従来よりも比抵抗の小さい材料を用いることが好ましい。例
えば、透明導電体４０、４５の比抵抗は４×１０－６Ωｍ（２３℃、５５％ＲＨ）以下で
あることが好ましい。
【００５５】
　取出導電体
　次に、第１取出導電体４３および第２取出導電体４８について詳述する。上述したよう
に、第１取出導電体４３は、第１透明導電体４０の一部分上に第１中間層６１を介して配
置されており、第２取出導電体４８は、第２透明導電体４５の一部分上に第２中間層６６
を介して配置されている。より具体的には、第１取出導電体４３は、第１透明導電体４０
の第１接続部４２の一部分上に第１中間層６１を介して配置されており、第２取出導電体
４８は、第２透明導電体４５の第２接続部４７の一部分上に第２中間層６６を介して配置
されている。すなわち、第１取出導電体４３は、基材フィルム３２の一方の側の面３２ａ
において、非アクティブエリアＡａ２に配置されており、第２取出導電体４８は、基材フ
ィルム３２の他方の側の面３２ｂにおいて、非アクティブエリアＡａ２に配置されている
。
【００５６】
　図３Ａに示すように、第１透明導電体４０の第１接続部４２および第２透明導電体４５
の第２接続部４７は線状に形成されている。そして、第１取出導電体４３は、線状に形成
された第１接続部４２のうちの第１センサ部４１への接続箇所近傍の部分以外の部分上を
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、当該部分と同一のパターンで線状に延びている。同様に、第２取出導電体４８は、線状
に形成された第２接続部４７のうちの第２センサ部４６への接続箇所近傍以外の部分上を
、当該部分と同一のパターンで線状に延びている。
【００５７】
　また、図３Ｂに示すように、第１取出導電体４３は、基材フィルム３２から離間して、
第１透明導電体４０上に配置されている。すなわち、第１取出導電体４３は基材フィルム
３２に接触していない。この結果、第１透明導電体４０の第１取出導電体４３によって覆
われている部分は、基材フィルム３２と第１取出導電体４３との間で側方に露出している
。とりわけ、本実施の形態においては、第１取出導電体４３の幅が、当該第１取出導電体
４３によって覆われている第１透明導電体４０の第１接続部４２の部分の幅と同一または
若干狭くなっている。
【００５８】
　同様に、図示は省略しているが、第２取出導電体４８も第１取出導電体４３と同様に構
成されている。すなわち、第２取出導電体４８は、基材フィルム３２から離間して第２透
明導電体４５上に配置されており、基材フィルム３２には接触していない。この結果、第
２透明導電体４５の第２取出導電体４８によって覆われている部分は、基材フィルム３２
と第２取出導電体４８との間で側方に露出している。とりわけ、本実施の形態においては
、第２取出導電体４８の幅が、当該第２取出導電体４８によって覆われている第２透明導
電体４５の第２接続部４７の部分の幅と同一または若干狭くなっている。
【００５９】
　第１取出導電体４３は、第１透明導電体４０の第１センサ部４１からなる第１センサ電
極３６ａを検出制御部２５へ接続させるための第１取出配線３６ｂを、第１透明導電体４
０の第１接続部４２とともに構成している。また、第２取出導電体４８は、第２透明導電
体４５の第２センサ部４６からなる第２センサ電極３７ａを検出制御部２５へ接続させる
ための第２取出配線３７ｂを、第２透明導電体４５の第２接続部４７とともに構成してい
る。このような第１取出導電体４３および第２取出導電体４８は非アクティブエリアＡａ
２に配置されていることから、透光性を有した材料から形成される必要はなく、高い導電
性を有した金属などの材料から形成され得る。なお図３Ａに示すように、第１接続部４２
と第１取出導電体４３とを含む第１取出配線３６ｂの幅は、第１センサ電極３６ａとの接
続部分において第１センサ電極３６ａの幅よりも大きくなるよう形成されている。同様に
、第２接続部４７と第２取出導電体４８とを含む第２取出配線３７ｂは、第２センサ電極
３７ａとの接続部分において、その幅が第２センサ電極３７ａの幅よりも大きくなるよう
形成されている。また図３Ａに示すように、取出配線３６ｂ，３７ｂのうち検出制御部２
５との接続端子部３６ｃ，３７ｃの幅は、取出配線３６ｂ，３７ｂのその他の部分の幅よ
りも大きくなっている。
【００６０】
　このような構成からなるタッチパネルセンサ３０においては、取出導電体４３，４８お
よび透明導電体４０，４５の接続部４２，４７からなる取出配線３６ｂ，３７ｂは、図示
しない外部接続配線を介し、検出制御部２５に接続されている。この場合、タッチパネル
センサ３０が撓む等して変形した場合であっても、以下に説明するように、取出導電体４
３，４８および透明導電体４０，４５の接続部４２，４７が互いに連結された状態に保た
れ、センサ電極３６ａ，３７ａと検出制御部２５との間に安定した導通を確保することが
できる。
【００６１】
　高い導電率を有した金属等からなる取出導電体４３，４８は、中間層６１，６６に対し
てある程度の密着力を有するが、樹脂やガラス等からなる基材フィルム３２に対しては低
い密着力しか有さない。したがって、例えば図１２のように、高導電率導電体が樹脂やガ
ラス等からなる基材に接触している場合、この接触位置が剥離の起点を形成し、二点鎖線
で示すように基材が変形した際に、高導電率導電体が基材から剥離しやすくなる。とりわ
け、高導電率導電体が透明導電体を全体から被覆している場合には、高導電率導電体およ
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び透明導電体の全体としての剛性が高くなり、基材の変形に追従して変形しにくくなる。
この点からも、基材が変形した際に、高導電率導電体が基材から剥離しやすくなる。
【００６２】
　一方、本実施の形態によれば、取出導電体４３，４８が基材フィルム３２から離間して
いるので、取出導電体４３，４８の基材フィルム３２からの剥離の基点は形成され得ない
。また、取出導電層４３，４８は、中間層６１，６６上に載置されているだけで、透明導
電体４０，４５および中間層６１，６６を側方から被覆していない。したがって、透明導
電体４０，４５は、基材フィルム３２の変形に追従して変形しやすくなっており、透明導
電体４０，４５も基材フィルム３２から剥離し辛くなっている。これらにより、本実施の
形態のタッチパネルセンサ３０によれば、タッチパネルセンサ３０が撓む等して変形した
としても、取出導電体４３，４８、中間層６１，６６および透明導電体４０，４５の接続
部４２，４７が互いに連結された状態に保たれ、センサ電極３６ａ，３７ａと検出制御部
２５との間に安定した導通を確保することができる。
【００６３】
　また、図３Ｂに示すように、以上のような構成からなるタッチパネルセンサ３０におい
て、取出導電体４３，４８は、中間層６１，６６および透明導電体４０，４５の接続部４
２，４７上に配置されているだけで、透明導電体４０，４５の接続部４２，４７の側方ま
で延びていない。したがって、保護層６２，６７、取出導電体４３，４８、中間層６１，
６６、および透明導電体４０，４５の接続部４２，４７からなる取出配線３６ｂ，３７ｂ
全体としての線幅を細くすることができる。これにより、同一の導電率の取出配線３６ｂ
，３７ｂをより短ピッチで配置することが可能となり、取出配線３６ｂ，３７ｂの配置ス
ペース、すなわち、非アクティブエリアＡａ２の面積を小さくすることができる。
【００６４】
　次に、第１取出導電体４３および第２取出導電体４８を形成する材料について詳述する
。第１取出導電体４３および第２取出導電体４８は、第１透明導電体４０および第２透明
導電体４５をなす材料よりも高い導電率（電気伝導率）を有する材料から形成されている
。具体的には、遮光性を有するとともに、ＩＴＯ等の透明導電体４０，４５よりも格段に
高い導電率を有する、例えばアルミニウム、モリブデン、パラジウム、銀、クロム、銅等
の金属、または、これらの金属を２種以上混合してなる合金、例えば銀合金を材料として
形成されている。このうち銀合金は、一般に配線材料として用いられるクロムよりも比抵
抗が小さく、第１取出導電体４３および第２取出導電体４８の材料として好ましい。この
ような銀合金の一例として、銀、パラジウム、銅を含んでなるＡＰＣ合金を挙げることが
できる。
【００６５】
　ところで、銀合金とＩＴＯ等の透明導電体からなる透明導電体４０，４５との間の密着
力は、一般的な配線材料であるクロムと透明導電体４０，４５との間の密着力よりも概し
て小さい。銀合金からなる取出導電体４３，４８と透明導電体４０，４５との間の密着力
が小さい場合、取出配線３６ｂ，３７ｂに何らかの衝撃が加えられたときに、銀合金から
なる取出導電体４３，４８が透明導電体４０，４５から剥離することが考えられる。この
ため、透明導電体４０，４５上に銀合金からなる取出導電体４３，４８を設ける場合、透
明導電体４０，４５と取出導電体４３，４８との間に、透明導電体４０，４５および取出
導電体４３，４８の各々に対してある程度の密着力を有するとともに、導電性を有する層
を介在させることが好ましい。本実施の形態においては、上述のように、透明導電体４０
，４５と取出導電体４３，４８との間に中間層６１，６６を介在させている。
【００６６】
　中間層
　次に、中間層６１，６６について詳述する。上述のとおり、中間層６１，６６は、透明
導電体４０，４５および取出導電体４３，４８の各々に対してある程度の密着力を有する
とともに、導電性を有している。
【００６７】
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　まず中間層６１，６６の密着力に関して説明する。第１中間層６１と第１透明導電体４
０との間の密着力、および第１中間層６１と第１取出導電体４３との間の密着力は、第１
透明導電体４０と第１取出導電体４３との間の密着力よりも大きくなっている。同様に、
第２中間層６６と第２透明導電体４５との間の密着力、および第２中間層６６と第２取出
導電体４８との間の密着力は、第２透明導電体４５と第２取出導電体４８との間の密着力
よりも大きくなっている。ここで「密着力が大きい」とは、例えば、取出配線３６ｂ，３
７ｂの上面に所定の粘着テープ（図示せず）を貼り、その後、この粘着テープを所定のス
ピードで剥がすとき、透明導電体４０，４５と取出導電体４３，４８との間に中間層６１
，６６が介在されている場合は取出導電体４３，４８が剥離しないが、透明導電体４０，
４５と取出導電体４３，４８との間に中間層６１，６６が介在されていない場合は取出導
電体４３，４８が剥離することを意味している。
【００６８】
　次に中間層６１，６６の導電性に関して説明する。取出配線３６ｂ，３７ｂにおいてセ
ンサ電極３６ａ，３７ａからの電気信号を検出制御部２５の検出回路に伝導する役割は主
に取出導電体４３，４８により果たされている。このため中間層６１，６６は、取出導電
体４３，４８よりも優れた導電性を有する必要はなく、透明導電体４０，４５と取出導電
体４３，４８との間を低抵抗で電気的に接続する程度の導電性を有していればよい。この
ため、中間層６１，６６の比抵抗は、それぞれ取出導電体４３，４８の比抵抗よりも大き
くなっている。また、中間層６１，６６の厚みは、それぞれ取出導電体４３，４８の厚み
よりも小さくなっており、例えば取出導電体４３，４８の厚みが１５～２５ｎｍの範囲内
となっているとき、中間層６１，６６の厚みは４～６ｎｍの範囲内となっている。
【００６９】
　中間層６１，６６の材料としては、透明導電体４０，４５および取出導電体４３，４８
に対する密着力が良好な材料であれば特に限定されないが、例えばモリブデン（Ｍｏ）合
金などの金属が用いられる。Ｍｏ合金としては、例えばＭｏとニオブ（Ｎｂ）の合金であ
るＭｏＮｂを挙げることができる。
【００７０】
　保護層
　次に、第１取出導電体４３の上に設けられた第１保護層６２、および第２取出導電体４
８の上に設けられた第２保護層６７について詳述する。保護層６２，６７は、取出導電体
４３，４８が酸化するのを防ぐために設けられた層であり、耐酸化性、耐水性などを有す
る層である。保護層６２，６７の材料としては、適度な耐酸化性を有する材料であれば特
に限定されないが、例えばＭｏ合金などの金属が用いられる。Ｍｏ合金としては、例えば
ＭｏとＮｂの合金であるＭｏＮｂを挙げることができる。保護層６２，６７の厚みは、例
えば１０～３０ｎｍの範囲内となっている。
【００７１】
　基材フィルム
　次に図４（ａ）（ｂ）を参照して、基材フィルム３２について詳述する。本実施の形態
において、基材フィルム３２は、後述するように複数の層から構成されている。ここで、
基材フィルム３２の各層は、接着層を介しての接合を用いることなく、例えばスパッタリ
ングにより一体に形成されている。なお、基材フィルム３２の各層を形成する方法がスパ
ッタリングに限られることはなく、各層の構成などに応じて、塗布などの方法を適宜用い
ることができる。
【００７２】
　図４（ａ）は、アクティブエリアＡａ１における基材フィルム３２の断面を示す図であ
る。図４（ａ）に示すように、基材フィルム３２は、透明なフィルム本体３３と、フィル
ム本体３３の第１透明導電体４０側（一方の側）の面３３ａ上に設けられた第１アンダー
コート層７１と、第１アンダーコート層７１の第１透明導電体４０側（一方の側）の面７
１ａ上に設けられた第１高屈折率層７２と、第１高屈折率層７２の第１透明導電体４０側
（一方の側）の面７２ａ上に設けられた第１低屈折率層７３と、フィルム本体３３の第２
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透明導電体４５側（他方の側）の面３３ｂ上に設けられた第２アンダーコート層７６と、
第２アンダーコート層７６の第２透明導電体４５側（他方の側）の面７６ｂ上に設けられ
た第２高屈折率層７７と、第２高屈折率層７７の第２透明導電体４５側（他方の側）の面
７７ｂ上に設けられた第２低屈折率層７８と、を有している。このうち、第１高屈折率層
７２と第１低屈折率層７３とにより第１機能層７０が構成され、第２高屈折率層７７と第
２低屈折率層７８とにより第２機能層７５が構成されている。
【００７３】
　以下、基材フィルム３２を構成する各層について詳述する。はじめにフィルム本体３３
について詳述する。
【００７４】
　（フィルム本体）
　フィルム本体３３の材料としては、透明性の高い材料が好ましく、例えば、ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサル
フォン（ＰＥＳ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリカーボネイト（ＰＣ
）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアミド（ＰＡ）、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、フェ
ノール樹脂、脂肪族環状ポリオレフィン、ノルボルネン系の熱可塑性透明樹脂などの可撓
性フィルムを挙げることができる。本実施の形態においては、フィルム本体３３が、１．
６６の光屈折率を有するＰＥＴから形成されている。ＰＥＴからなるフィルム本体３３の
厚みは特に限定されないが、例えば５０～２００μｍの範囲内となっている。
【００７５】
　（アンダーコート層）
　次に第１アンダーコート層７１および第２アンダーコート層７６について詳述する。ア
ンダーコート層７１，７６は、フィルム本体３３中に発生する低分子重合体（オリゴマー
）が高屈折率層７２，７７側に入り込むのを防ぐための層であり、例えばアクリル樹脂か
ら形成されている。アクリル樹脂からなるアンダーコート層７１，７６の光屈折率は例え
ば１．５１となっており、その厚みは例えば３０００ｎｍとなっている。
【００７６】
　フィルム本体３３のオリゴマーは、一般に、後述する透明導電体４０、４５の形成工程
において基材フィルム３２を加熱する際に発生する。
【００７７】
　（機能層）
　次に第１機能層７０および第２機能層７５について詳述する。はじめに、第１機能層７
０および第２機能層７５を設ける目的について説明する。
【００７８】
　（機能層の目的）
　上述のように、フィルム本体３３と透明導電体４０，４５との光屈折率には約０．３の
差がある。このようにフィルム本体３３と透明導電体４０，４５との光屈折率の差が大き
い場合、一般に、基材フィルム３２のうち透明導電体４０，４５が設けられている領域と
設けられていない領域とにおいて、光の反射率、透過率が大きく異なることが考えられる
。また、ＩＴＯからなる透明導電体４０，４５は一般に４５０ｎｍ以下の短波長を吸収す
る特性を有するため、基材フィルム３２のうち透明導電体４０，４５が設けられている領
域を透過した光のスペクトルが黄色くなることも考えられる。第１機能層７０および第２
機能層７５はこのような課題を解決するために設けられる層である。
【００７９】
　（機能層の構成）
　次に、第１機能層７０および第２機能層７５の構成について説明する。上述のように、
機能層７０，７５は高屈折率層７２，７７と低屈折率層７３，７８とを含んでいる。この
うち高屈折率層７２，７７の光屈折率は、透明導電体４０，４５の光屈折率よりも大きく
なっており、また低屈折率層７３，７８の光屈折率は、透明導電体４０，４５の光屈折率
よりも小さくなっている。このような構成からなる機能層７０，７５をフィルム本体３３
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と透明導電体４０，４５との間に設けることにより、基材フィルム３２のアクティブエリ
アＡａ１のうち透明導電体４０，４５が設けられている領域における光の反射率（図４（
ａ）において矢印（１），（３）で示す領域における光の反射率）と、透明導電体４０，
４５が設けられていない領域における光の反射率（図４（ａ）において矢印（２），（４
）で示す領域における光の反射率）と、の差を小さくすることができる。同様に、機能層
７０，７５を設けることにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域における光
の透過率と、透明導電体４０，４５が設けられていない領域における光の透過率と、の差
を小さくすることもできる。
【００８０】
　また上述の構成を有する機能層７０，７５を設けることにより、基材フィルム３２のう
ち透明導電体４０，４５が設けられている領域を透過した光のスペクトルを、各波長域で
平坦なスペクトルとすることができる。図４（ｂ）において左側に示すスペクトルは、機
能層７０，７５が設けられていない場合の透過光のスペクトルであり、図４（ｂ）におい
て右側に示すスペクトルは、機能層７０，７５が設けられている場合の透過光のスペクト
ルである。図４（ｂ）に示すように、フィルム本体３３と透明導電体４０，４５との間に
機能層７０，７５を設けることにより、各波長域で均一な透過率を実現することが可能と
なる。このようにして、透過光において黄色の成分のみが過大となるのを防ぐことができ
、この場合、透過光をＬ＊ａ＊ｂ＊表色系で表したときのｂ＊の絶対値は例えば１．５以
下となっている。
【００８１】
　（機能層の設計方法）
　次に上述の機能を有する機能層７０，７５を設計する方法について説明する。はじめに
、タッチパネルセンサ３０における光学特性の目標を決定する。例えば、基材フィルム３
２のアクティブエリアＡａ１のうち、透明導電体４０，４５が設けられている領域におけ
る光の反射率および透過率と、透明導電体４０，４５が設けられていない領域における光
の反射率および透過率と、の差がそれぞれ１％以下であって、基材フィルム３２のうち透
明導電体４０，４５が設けられている領域を透過した光のｂ＊の絶対値が１．５以下であ
ることを光学特性の目標とする。
【００８２】
　なお、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系において、Ｌ＊は明度を表し、ａ＊，ｂ＊は色相と彩度を表
す量である。ａ＊およびｂ＊に関しては、その絶対値が小さい値領域にて、無彩色に近い
色相となる。ｂ＊が＋１．５を超える領域では透過色が黄色味を帯びる様になり、またー
１．５未満の領域では透過色が青味を帯びる様になる。これらの領域では、表示装置１５
のカラー表示に透明導体４０、４５の透過色が悪影響を与える。従って、ｂ＊の絶対値が
１．５以下である無彩色の領域の値を示す必要がある。
【００８３】
　次に、基材フィルム３２の各層の厚みおよび光屈折率と、透明導電体４０，４５の厚み
および光屈折率とに基づいて、シミュレーションにより反射率、透過率およびｂ＊の値を
求める。そして、高屈折率層７２，７７および低屈折率層７３，７８の厚みと光屈折率と
を可変のパラメータとして、上述の光学特性の目標を達成するパラメータを探索する。こ
れによって、高屈折率層７２，７７および低屈折率層７３，７８の厚みおよび光屈折率の
適切な範囲を算出し、このようにして、目標とする光学特性を得ることができる機能層７
０，７５を設計する。なおシミュレーション用のツールとしては、例えばサイバネットシ
ステムズ（株）製の薄膜設計ソフトウェア（ＯＰＴＡＳ－ＦＩＬＭ）を用いることができ
る。
【００８４】
　なお、本件発明者らが実験を重ねたところ、機能層７０，７５の設計において、高屈折
率層７２，７７および低屈折率層７３，７８の光屈折率の波長依存性を考慮すること、と
りわけ高屈折率層７２，７７の光屈折率の波長依存性を考慮することが重要であることが
知見された。より具体的に言えば、後述する実施例での実験結果で支持されているように
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、光波長５５０ｎｍ近傍の波長領域において上述の光学特性の目標を達成するとともに、
光波長４００ｎｍ近傍の短波長領域においても上述の光学特性の目標を達成するよう、高
屈折率層７２，７７の厚みおよび光屈折率の適切な範囲を算出するのが重要であることが
知見された。例えば、上述の目標とする光学特性を得ることができる基材フィルム３２お
よび透明導電体４０，４５は、以下の表１に示す構成となっている。
【表１】

【００８５】
　次に高屈折率層７２，７７および低屈折率層７３，７８の材料について詳述する。高屈
折率層７２，７７の材料としては、目標とする光学特性を達成することのできる光屈折率
を有する材料であれば特に限定されず、例えば波長４００ｎｍの光に対する光屈折率が２
．３６となり、波長５５０ｎｍの光に対する光屈折率が２．１８となっている五酸化ニオ
ブ（Ｎｂ２Ｏ５）が用いられる。また低屈折率層７３，７８の材料としても、目標とする
光学特性を達成することのできる光屈折率を有する材料であれば特に限定されず、例えば
１．４６の光屈折率を有する二酸化珪素（ＳｉＯ２）が用いられる。
【００８６】
　次に、以上のような構成からなるタッチパネルセンサ３０を図７に示すフローチャート
にしたがって製造していく方法について、図５および図６Ａ～図６Ｌを参照しながら説明
する。なお、図６Ａ～図６Ｌの各図において、図（ａ）は、作製中のタッチパネルセンサ
（積層体）を、図３ＡにおけるＶ－Ｖ線に沿った断面に対応する断面において示している
。また、図６Ａ～図６Ｌの各図において、図（ｂ）は、作製中のタッチパネルセンサ（積
層体）を、一方の側（各図（ａ）の紙面における上側）から示す上面図である。
【００８７】
　はじめに、図５を参照して、タッチパネルセンサ３０を作製するための元材としての積
層体（ブランクスとも呼ばれる）５０を形成する工程（図７における工程Ｓ１）について
説明する。後述するように、この積層体５０に成膜やパターニング等の処理（加工）を行
っていくことにより、タッチパネルセンサ３０が得られるようになる。
　積層体の形成工程
【００８８】
　はじめに、フィルム本体３３を準備し、次に、フィルム本体３３の一方の側の面３３ａ
および他方の側の面３３ｂにそれぞれ第１アンダーコート層７１および第２アンダーコー
ト層７６を形成する（図５（ａ）参照）。アンダーコート層７１，７６は、例えばコーテ
ィングにより形成される。この場合、フィルム本体３３とアンダーコート層７１，７６と
が一体になっていてもよい。
【００８９】
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　次に図５（ｂ）に示すように、第１アンダーコート層７１の一方の側の面７１ａに第１
機能層７０を形成し、第２アンダーコート層７６の他方の側の面７６ｂに第２機能層７５
を形成する。前述のように、第１機能層７０は第１高屈折率層７２と第１低屈折率層７３
とを含み、第２機能層７５は第２高屈折率層７７と第２低屈折率層７８とを含んでいる。
高屈折率層７２，７７および低屈折率層７３，７８は、それぞれスパッタリングにより形
成される。このようにして、フィルム本体３３と、アンダーコート層７１，７６と、高屈
折率層７２，７７と、低屈折率層７３，７８とを有する基材フィルム３２が形成される。
【００９０】
　（透明導電層の成膜工程）
　次に図５（ｃ）を参照して、基材フィルム３２の一方の側の面３２ａに第１透明導電層
５２ａを形成し、基材フィルム３２の他方の側の面３２ｂに第２透明導電層５２ｂを形成
する工程について説明する。ここで第１透明導電層５２ａ、第２透明導電層５２ｂはそれ
ぞれ、後述するパターニングを行うことによって、透光性を有する第１透明導電体４０お
よび第２透明導電体４５となる層である。第１透明導電層５２ａ、第２透明導電層５２ｂ
としては、透光性および導電性を有する材料が用いられ、例えばＩＴＯが用いられる。Ｉ
ＴＯからなる透明導電層５２ａ，５２ｂは、例えばスパッタリングにより基材フィルム３
２上に形成される。
【００９１】
　（従来の課題）
　ところで、ＩＴＯを基材フィルム３２にスパッタリングにより形成する際、従来は、ま
ず常温に保持されている基材フィルム３２上にスパッタリングによりＩＴＯが形成される
。その後、ＩＴＯが形成された基材フィルム３２が、ＩＴＯの結晶化温度よりも高い温度
まで加熱される（アニール処理）。このように、ＩＴＯが形成された基材フィルム３２に
アニール処理を施すことにより、ＩＴＯの結晶化を促進し、これによって、ＩＴＯの比抵
抗の低減が図られている。
【００９２】
　しかしながら、ＰＥＴからなるフィルム本体を有する基材フィルム３２の耐熱性は、ガ
ラス基板などに比べて一般に低く、このため、基材フィルム３２およびＩＴＯを高温、例
えば２００℃以上でアニール処理することは困難である。このため、ＩＴＯの基材として
フィルム状の基材フィルム３２が用いられる場合、スパッタリング後のアニール処理の温
度は一般に１４０℃程度である。この場合、ＩＴＯの結晶化を十分に進行させることがで
きず、このためＩＴＯの比抵抗を十分に下げることができない。従って、タッチパネルセ
ンサ３０の透明導電体４０，４５の電気抵抗を十分に小さくするためには、透明導電体４
０，４５の厚みを大きくする必要がある。しかしながら前述のように、透明導電体４０，
４５の厚みが大きくなると、透明導電体４０，４５における光の反射率が大きくなり、こ
れによって、タッチパネルセンサ３０のうち透明導電体４０，４５が設けられている領域
と透明導電体４０、４５が設けられていない領域との間における光の反射率および透過率
の差が大きくなることが考えられる。
【００９３】
　（本実施の形態）
　上述のような課題を解決するため、本実施の形態においては、ＩＴＯからなる透明導電
層５２ａ，５２ｂをスパッタリングにより基材フィルム３２上に形成する際、基材フィル
ム３２の温度が１４０～１７０℃の範囲内に保持されている。この場合、ＩＴＯを構成す
る元素の原子（分子）がスパッタリングにより基材フィルム３２上に到達する際、各原子
（分子）がスパッタリングによる大きな運動エネルギーを有するとともに、各原子（分子
）には基材フィルム３２から熱エネルギーが供給されることになる。このように基材フィ
ルム３２上に到達した各原子（分子）が従来よりも大きなエネルギーを有するため、基材
フィルム３２上におけるＩＴＯの結晶化を促進することができ、これによって、結晶化率
の高いＩＴＯからなる透明導電層５２ａ，５２ｂを基材フィルム３２上に形成することが
できる。このことにより、形成される透明導電層５２ａ，５２ｂ（透明導電体４０，４５
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）の比抵抗を小さくすることができ、例えば４×１０－６Ωｍ（２３℃、５５％ＲＨ）以
下にすることができる。これによって、透明導電層５２ａ，５２ｂ（透明導電体４０，４
５）の厚みを小さくした場合であっても、透明導電層５２ａ，５２ｂ（透明導電体４０，
４５）の電気抵抗を十分に小さくすることができる。
【００９４】
　このように本実施の形態によれば、ＩＴＯからなる透明導電層５２ａ，５２ｂをスパッ
タリングにより基材フィルム３２上に形成する際、基材フィルム３２の温度を１４０～１
７０℃の範囲内に保持することにより、透明導電層５２ａ，５２ｂ（透明導電体４０，４
５）の厚みを小さくすることができる。
【００９５】
　前述のとおり、膜厚が小さい場合、例えば４０ｎｍ以下の場合、一般に、透明導電体４
０、４５の厚みが小さいほど、透明導電体４０、４５に由来する光の反射率は小さくなり
、吸収項の影響が小さいため透過率が高くなる。これによって、透明導電体４０，４５に
おける光の反射率を従来よりも小さくすることができる。このことにより、タッチパネル
センサ３０のうち透明導電体４０，４５が設けられている領域と透明導電体４０，４５が
設けられていない領域との間における光の反射率および透過率の差を小さくすることがで
きる。
【００９６】
　また本実施の形態によれば、透明導電体４０、４５とフィルム本体３３との間に、高屈
折率層７２，７７と低屈折率層７３，７８とからなり、インデックスマッチング層として
機能する機能層７０，７５が介在されている。このため、薄膜干渉の効果を生じさせるこ
とにより、タッチパネルセンサ３０のうち透明導電体４０、４５がパターニングされてい
る領域と透明導電体４０、４５がパターニングされていない領域との間における光の反射
率および透過率の差をより小さくすることができる。
【００９７】
　このようにして透明導電層５２ａ，５２ｂを基材フィルム３２上に形成することにより
、図５（ｃ）に示すように、基材フィルム３２と透明導電層５２ａ，５２ｂとを含む中間
積層体８０が得られる。なお、好ましくは、透明導電層５２ａ，５２ｂ（透明導電体４０
、４５）は、錫を２～４重量％含むＩＴＯからなる。このような組成のＩＴＯを用いるこ
とにより、ＩＴＯの結晶化をより促進することができ、これによって、透明導電層５２ａ
，５２ｂ（透明導電体４０，４５）の厚みをより小さくすることが可能となる。
【００９８】
　次に図５（ｄ）に示すように、中間積層体８０の一方の側の面８０ａに第１遮光導電層
５４ａを形成し、透明導電層付フィルム８０の他方の側の面８０ｂに第２遮光導電層５４
ｂを形成する。このうち第１遮光導電層５４ａは、第１中間層６１と第１取出導電体４３
と第１保護層６２とを含んでおり、各々スパッタリングにより形成される。また第２遮光
導電層５４ａは、第２中間層６６と第２取出導電体４８と第２保護層６７とを含んでおり
、各々スパッタリングにより形成される。このようにして、タッチパネルセンサ３０を作
製するために用いられる積層体５０であって、基材フィルム３２と透明導電層５２ａ，５
２ｂと遮光導電層５４ａ，５４ｂとを含む積層体５０が形成される。
【００９９】
　ここで、第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５４ｂは、後述する感光層５６ａ
，５６ｂの露光に用いられる光に対する遮光性を有する層、つまり、当該露光光を透過さ
せない性質を有する層である。ただし、本実施の形態においては、感光層５６ａ，５６ｂ
の露光光に対してのみでなくその他の波長域の光に対する遮光性を有した層、より具体的
には、自然光に含まれ得る可視光、紫外線、赤外線等に対する遮光性を有した層として形
成されている。このような層を遮光導電層５４ａ，５４ｂとして用いれば、より確実に露
光光を遮光することを期待することができる。
【０１００】
　なお、積層体５０は枚葉状の積層体５０として準備されてもよいし、あるいは、細長い
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ウェブ状の積層体５０、例えばロールに巻き取られた積層体５０が準備されてもよい。た
だし、生産効率を考慮すると、異なる場所で作製されるとともにロールに巻き取られた積
層体５０が準備され、ロール状の積層体５０を巻き戻していくことによってウェブ状の積
層体５０が供給されていき、以下に説明する各工程が供給されていくウェブ状の積層体５
０に対して施されていくことが好ましい。あるいは、基材フィルム３２を巻き取ったロー
ルから当該基材フィルム３２が繰り出されていき、又は、基材フィルム３２並びに第１お
よび第２の透明導電層５２ａ，５２ｂからなる中間積層体８０を巻き取ったロールから当
該中間積層体８０が繰り出されていき、当該基材フィルム３２または当該中間積層体８０
から積層体５０が作製されていくとともに、作製された積層体５０に対して以下に説明す
る各工程が施されていくことも好ましい。
【０１０１】
　タッチパネルセンサの製造工程
　次にタッチパネルセンサ３０を製造する工程について、図６Ａ～図６Ｌおよび図７を参
照して説明する。
【０１０２】
　はじめに図６Ａに示すように、上述の工程により得られた積層体５０を準備する。
【０１０３】
　次に、図７および図６Ｂに示すように、積層体５０の一方の側の面５０ａ上に第１感光
層５６ａを形成するとともに、積層体５０の他方の側の面５０ｂ上に第２感光層５６ｂを
形成する（工程Ｓ２）。第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂは、特定波長域の光、
例えば紫外線に対する感光性を有している。具体的には、積層体５０の表面上にコーター
を用いて感光性材料をコーティングすることによって、感光層５６ａ，５６ｂを形成する
ことができる。
【０１０４】
　その後、図７および図６Ｃに示すように、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂを
同時に露光する（工程Ｓ３）。
【０１０５】
　具体的には、まず、図６Ｃ（ａ）に示すように、第１感光層５６ａ上に第１マスク５８
ａを配置するとともに、第２感光層５６ｂ上に第２マスク５８ｂを配置する。第１マスク
５８ａは、形成されるべき第１透明導電体４０のパターンに対応した所定のパターンを有
し、第２マスク５８ｂは、形成されるべき第２透明導電体４５のパターンに対応した所定
のパターンを有している。また、第１マスク５８ａのパターンと第２マスク５８ｂのパタ
ーンは、互いに異なるパターンとなっている。
【０１０６】
　なお、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂの位置決めは、第１マスク５８ａおよ
び第２マスク５８ｂのそれぞれに設けられたアライメントマーク５９ａを基準にして行わ
れ得る。このような方法によれば、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを互いに対
して、例えばミクロン単位のオーダーで極めて精度良く、且つ、極めて容易に（したがっ
て、短時間で）位置決めすることが可能となる。
【０１０７】
　次に、図６Ｃ（ａ）に示すように、この状態で、第１感光層５８ａおよび第２感光層５
８ｂの感光特性に対応した露光光（例えば、紫外線）を、マスク５８ａ，５８ｂを介して
感光層５６ａ，５６ｂに照射する。この結果、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂ
が互いに異なるパターンで同時に露光される。
【０１０８】
　図示された例においては、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂがポジ型の感光層
となっている。したがって、第１感光層５６ａは、第１透明導電体４０を形成するために
エッチングで除去される部分のパターンに対応したパターンで露光光を照射され、第２感
光層５６ｂは、第２透明導電体４５を形成するためにエッチングで除去される部分のパタ
ーンに対応したパターンで露光光を照射される。図６Ｃ（ａ）に示すように、第１感光層
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５６ａに照射された露光光は第１感光層５６ａを透過して積層体（ブランクス）５０に照
射され、第２感光層５６ｂに照射された露光光は第２感光層５６ｂを透過して積層体５０
に照射される。
【０１０９】
　ただし、積層体５０は露光光を遮光する第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５
４ｂを有している。したがって、第１感光層５６ａを透過した露光光源からの光は第１遮
光導電層５４ａによって遮光され第２感光層５６ｂに到達することはなく、同様に、第２
感光層５６ｂを透過した露光光源からの光は第２遮光導電層５４ｂによって遮光され第１
感光層５６ａに到達することはない。つまり、第１感光層５６ａを露光するために所定の
パターンで照射される露光光が第１遮光導電層５４ａによって遮光されるため、当該所定
のパターンの露光光が第２感光層５６ｂに照射されることはない。同様に、第２感光層５
６ｂを露光するために所定のパターンで照射される露光光が第２遮光導電層５４ｂによっ
て遮光されるため、当該所定のパターンの露光光が第１感光層５６ａに照射されることは
ない。この結果、この露光工程Ｓ３において、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂ
を、それぞれ所望のパターンで精度良く同時に露光することができる。
【０１１０】
　次に、図７および図６Ｄに示すように、露光された第１感光層５６ａおよび第２感光層
５６ｂを現像する（工程Ｓ４）。具体的には、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂ
に対応した現像液を用意し、この現像液を用いて、第１感光層５６ａおよび第２感光層５
６ｂを現像する。これにより、図６Ｄに示すように、第１感光層５６ａおよび第２感光層
５６ｂのうちの、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂによって遮光されることなく
露光光源からの光を照射された部分が除去され、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６
ｂが所定のパターンにパターニングされる。
【０１１１】
　その後、図７および図６Ｅに示すように、パターニングされた第１感光層５６ａをマス
クとして第１遮光導電層５４ａをエッチングするとともに、パターニングされた第２感光
層５６ｂをマスクとして第２遮光導電層５４ｂをエッチングする（工程Ｓ５）。このエッ
チングにより、第１遮光導電層５４ａおよび第２遮光導電層５４ｂが、それぞれ、第１感
光層５６ａおよび第２感光層５６ｂのパターンと略同一のパターンにパターニングされる
。例えば、遮光導電層５４ａ，５４ｂがアルミニウムやモリブデンからなる場合には、燐
酸、硝酸、酢酸、水を５：５：５：１の割合で配合してなる燐硝酢酸（水）をエッチング
液として用いることができる。また、遮光導電層５４ａ，５４ｂが銀または銀合金からな
る場合には、燐酸、硝酸、酢酸、水を４：１：４：４の割合で配合してなる燐硝酢酸（水
）をエッチング液として用いることができる。さらに、遮光導電層５４ａ，５４ｂがクロ
ムからなる場合には、硝酸セリウムアンモニウム、過塩素酸、水を１７：４：７０の割合
で配合してなるエッチング液を用いることができる。
【０１１２】
　次に、図７および図６Ｆに示すように、パターニングされた第１感光層５６ａおよび第
１遮光導電層５４ａをマスクとして、第１透明導電層５２ａをエッチングするとともに、
パターニングされた第２感光層５６ｂおよび第２遮光導電層５４ｂをマスクとして、第２
透明導電層５２ｂをエッチングする（工程Ｓ６）。例えば、塩化第二鉄をエッチング液と
して用いることにより、ＩＴＯからなる第１透明導電層５２ａが第１感光層５６ａおよび
第１遮光導電層５４ａのパターンと略同一のパターンにパターニングされるとともに、Ｉ
ＴＯからなる第２透明導電層５２ｂが第２感光層５６ｂおよび第２遮光導電層５４ｂのパ
ターンと略同一のパターンにパターニングされる。すなわち、第１透明導電層５２ａおよ
び第２透明導電層５２ｂが両面同時にエッチングされる。
【０１１３】
　その後、図７および図６Ｇに示すように、パターニングされて第１遮光導電層５４ａ上
に残留している第１感光層５６ａ、および、パターニングされて第２遮光導電層５４ｂ上
に残留している第２感光層５６ｂを除去する（工程Ｓ７）。例えば、２％水酸化カリウム
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等のアルカリ液を用いることにより、残留している第１感光層５６ａが除去され、パター
ニングされた第１遮光導電層５４ａが露出するとともに、残留している第２感光層５６ｂ
が除去され、パターニングされた第２遮光導電層５４ｂが露出するようになる。
【０１１４】
　次に、図７および図６Ｈに示すように、パターニングされた第１遮光導電層５４ａ上に
さらなる感光層として第３の感光層５６ｃを形成するとともに、パターニングされた第２
遮光導電層５４ｂ上にさらなる感光層として第４の感光層５６ｄを形成する（工程Ｓ８）
。図示する例において、作製中のタッチパネルセンサ３０（積層体５０）を一方の側から
覆うように第３感光層５６ｃが形成され、作製中のタッチパネルセンサ３０（積層体５０
）を他方の側から覆うように第４感光層５６ｄが形成されている。第３感光層５６ｃおよ
び第４感光層５６ｄは、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂと同様に、特定波長域
の光、例えば紫外線に対する感光性を有している。また、第１感光層５６ａおよび第２感
光層５６ｂと同様に、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄは、積層体５０の表面上
にコーターを用いて感光性材料をコーティングすることによって形成され得る。
【０１１５】
　その後、図７および図６Ｉに示すように、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄを
同時に露光する（工程Ｓ９）。
【０１１６】
　この工程では、まず図６Ｉ（ａ）に示すように、第３感光層５６ｃ上に第３のマスク５
８ｃを配置するとともに、第４感光層５６ｄ上に第４のマスク５８ｄを配置する。第３マ
スク５８ｃは、パターニングされた第１遮光導電層５４ａのうちの、第１取出導電体４３
を形成するために除去されるべき部分に対応した所定のパターンを有し、第３マスク５８
ｃは、パターニングされた第２遮光導電層５４ｂのうちの、第２取出導電体４８を形成す
るために除去されるべき部分に対応した所定のパターンを有している。図示する例におい
て、第３マスク５８ｃは、アクティブエリアＡａ１に対応して形成されたパターン、より
詳細には、アクティブエリアＡａ１よりも少し大きめに形成された透光領域を有している
。また、図示する例において、第４マスク５８ｄは、第３マスク５８ｃと同一のパターン
を有している。
【０１１７】
　なお、第３マスク５８ｃの位置決めは、例えば、上述した第１遮光導電層５４ａをパタ
ーニングする際に位置決め用のアライメントマークを形成しておき、この第１遮光導電層
５４ａから形成されたアライメントマークを基準として実施され得る。この方法によれば
、第１遮光導電層５４ａおよび第１透明導電層５２ａのパターンに対して、第３マスク５
８ｃを高精度に位置決めすることができる。また、同様の位置決め方法を第４マスク５８
ｄの位置決めに採用することができ、これにより、第２遮光導電層５４ｂおよび第２透明
導電層５２ｂのパターンに対して、第４マスク５８ｄを高精度に位置決めすることができ
る。
【０１１８】
　次に、図６Ｉ（ａ）に示すように、第３マスク５８ｃおよび第４マスク５８ｄを配置し
た状態で、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄの感光特性に対応した露光光（例え
ば、紫外線）を、マスク５８ｃ，５８ｄを介して感光層５６ｃ，５６ｄに照射する。この
結果、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄが同一のパターンで同時に露光される。
図示された例においては、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄがポジ型の感光層と
なっている。そして、第３マスク５８ｃおよび第４マスク５８ｄは、アクティブエリアＡ
ａ１に対面する領域を含む透光領域を有している。したがって、第３感光層５６ｃおよび
第４感光層５６ｄは、アクティブエリアＡａ１に対面する領域およびその周囲に露光光を
照射される。図６Ｉ（ａ）に示すように、第３感光層５６ｃに照射される露光光源からの
光のパターンは、第４感光層５６ｄに照射される露光光のパターンと同一になっている。
したがって、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄを予定したパターンで精度良く同
時に露光することができる。
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【０１１９】
　次に、図７および図６Ｊに示すように、露光された第３感光層５６ｃおよび第４感光層
５６ｄを現像する（工程Ｓ１０）。具体的には、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６
ｄに対応した現像液を用意し、この現像液を用いて、第３感光層５６ｃおよび第４感光層
５６ｄを現像する。これにより、図６Ｊに示すように、第３感光層５６ｃおよび第４感光
層５６ｄのうちの、第３マスク５８ｃおよび第４マスク５８ｄによって遮光されることな
く露光光を照射された部分が除去される。すなわち、第３感光層５６ｃおよび第４感光層
５６ｄのうちの、アクティブエリアＡａ１に対面する領域およびその周囲の領域が除去さ
れ、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄは非アクティブエリアＡａ２に対面する領
域のみに残留するようになる。
【０１２０】
　その後、図７および図６Ｋに示すように、パターニングされた第３感光層５６ｃをマス
クとしてパターニングされた第１遮光導電層５４ａをエッチングするとともに、パターニ
ングされた第４感光層５６ｄをマスクとしてパターニングされた第２遮光導電層５４ｂを
エッチングする（工程Ｓ１１）。この工程では、遮光導電層５４ａ，５４ｂに対して浸食
性を有するエッチング液であって、透明導電層５２ａ，５２ｂに対して浸食性を有さない
、または、透明導電層５２ａ，５２ｂに対して浸食性が弱いエッチング液が、用いられる
。遮光導電層５４ａ，５４ｂを除去することによって露出する透明導電層５２ａ，５２ｂ
のパターンを損なわないようにするためである。すなわち、この工程Ｓ１１で用いられる
エッチング液は、所望の層（遮光導電層５４ａ，５４ｂ）を選択的にエッチングし得るよ
うに選択される。具体例として、上述した燐硝酢酸（水）や硝酸セリウム系のエッチング
液は、所定の金属からなる遮光導電層５４ａ，５４ｂに対してエッチング性を有するもの
の、ＩＴＯ等からなる透明導電層５２ａ，５２ｂに対してエッチング性を有さないため、
この工程において好適に用いられ得る。
【０１２１】
　この工程Ｓ１１でのエッチングにより、パターニングされた第１遮光導電層５４ａのう
ちの、少なくともアクティブエリアＡａ１に対面する位置に配置された部分が除去される
。同様に、パターニングされた第２遮光導電層５４ｂのうちの、少なくともアクティブエ
リアＡａ１に対面する位置に配置された部分が除去される。これにより、図６Ｋ（ｂ）に
示すように、基材フィルム３２および透明導電層５２ａ，５２ｂのみがアクティブエリア
Ａａ１に残留するようになり、アクティブエリアＡａ１はその全領域に亘って透光性を有
するようになる。
【０１２２】
　このようにして、第１遮光導電層５４ａのうちの第３感光層５６ｃによって覆われてい
ない部分が除去されることにより、第１透明導電層５２ａが露出する。露出した第１透明
導電層５２ａは、アクティブエリアＡａ１に対面する領域およびその周囲に位置している
。アクティブエリアＡａ１に対面する領域に位置する第１透明導電層５２ａは、所定のパ
ターンを有し第１透明導電体４０の第１センサ部４１を形成し、非アクティブエリアＡａ
２に露出した第１透明導電層５２ａは、所定のパターンを有し第１透明導電体４０の第１
接続部４２の一部分を形成するようになる。
【０１２３】
　同様に、第２遮光導電層５４ｂのうちの第４感光層５６ｄによって覆われていない部分
が除去されることにより、第２透明導電層５２ｂが露出する。露出した第２透明導電層５
２ｂは、アクティブエリアＡａ１に対面する領域およびその周囲に位置している。アクテ
ィブエリアＡａ１に対面する領域に位置する第２透明導電層５２ｂは、所定のパターンを
有し第２透明導電体４５の第２センサ部４６を形成し、非アクティブエリアＡａ２に露出
した第２透明導電層５２ｂは、所定のパターンを有し第２透明導電体４５の第２接続部４
７の一部分を形成するようになる。
【０１２４】
　次に、図７および図６Ｌに示すように、パターニングされて第１遮光導電層５４ａ上に
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残留している第３感光層５６ｃ、および、パターニングされて第２遮光導電層５４ｂ上に
残留している第４感光層５６ｂを除去する（工程Ｓ１２）。例えば、上述したアルカリ液
を用いることにより、残留している第３感光層５６ｃが除去され、パターニングされた第
１遮光導電層５４ａが露出するとともに、残留している第４感光層５６ｄが除去され、パ
ターニングされた第２遮光導電層５４ｂが露出するようになる。
【０１２５】
　露出した第１遮光導電層５４ａは、所定のパターンを有し、第１中間層６１、第１取出
導電体４３および第１保護層６２を形成するようになる。形成された第１中間層６１と基
材フィルム３２との間には、第１透明導電層５２ａからなる第１透明導電体４０の第１接
続部４２が形成されている。上述したように、また、図３Ｂに示すように、このようにし
て形成された第１中間層６１、第１取出導電体４３および第１保護層６２は基材フィルム
３２から離間して第１接続部４２上に位置するようになる。このため、第１接続部４２は
、第１中間層６１と基材フィルム３２との間で側方に露出されている。
【０１２６】
　同様に、露出した第２遮光導電層５４ｂは、所定のパターンを有し、第２中間層６６、
第２取出導電体４８および第２保護層６７を形成するようになる。形成された第２中間層
６６と基材フィルム３２との間には、第２透明導電層５２ｂからなる第２透明導電体４５
の第２接続部４７が形成されている。このようにして形成された第２中間層６６、第２取
出導電体４８および第２保護層６７は基材フィルム３２から離間して第２接続部４７上に
位置するようになる。このため、第２接続部４７は、第２中間層６６と基材フィルム３２
との間で側方に露出されている。
【０１２７】
　以上のようにして上述した構成のタッチパネルセンサ３０を得ることができる。
【０１２８】
　なお、上述したように、基材フィルム３２、積層体５０、あるいは、基材フィルム３２
並びに第１および第２透明導電層５２ａ，５２ｂからなる中間積層体８０等の元材がウェ
ブ状であるとともにロールに巻き取られた状態で準備される場合には、ロールからウェブ
状の元材を繰り出すとともに、繰り出された元材に対して上述の各工程を施していくよう
にしてもよい。この場合、多数のタッチパネルセンサ３０が基材フィルム３２を介して互
いに接続された状態で形成されていくようになる。そして、このようにして作製されたウ
ェブ状のタッチパネルセンサ３０は、取り扱い（搬送や出荷等）の便宜上、保護用の合紙
と重ね合わせてロールに巻き取られるようにしてもよい。ロールに巻き取られたタッチパ
ネルセンサ３０は、必要に応じて、当該ロールから繰り出されるとともに枚葉状に断裁さ
れ得る。
【０１２９】
　なお、ウェブ状のタッチパネルセンサ３０をロールに巻き取る際には、ウェブ状のタッ
チパネルセンサ３０の両側に合紙を配置して巻き取ってもよいし、あるいは、ウェブ状の
タッチパネルセンサ３０の片側だけに合紙を配置して巻き取ってもよい。
【０１３０】
　以上に説明した製造方法によれば、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂが同時に
露光される。この感光層の両面同時露光プロセスにおいては、図６Ｃ（ａ）に示すように
、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂのそれぞれにアライメントマーク５９ａを設
けておくことにより、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを互いに対して、例えば
ミクロン単位のオーダーで極めて精度良く、且つ、極めて容易に（したがって、短時間で
）位置決めすることが可能となる。この結果、タッチパネルセンサ３０において、第１透
明導電体４０および第２透明導電体４５の両方が基材フィルム３２上に極めて精度良く効
率的に位置決めされるようになる。
【０１３１】
　その一方で、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂを一つずつ順に露光する場合に
は、精度良く且つ容易に、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５を作製すること
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ができない。第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の両方を精度良く作製しよう
とすると、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の一方をアライメントマークと
ともに基材フィルム３２上に形成し、その後、この基材フィルム３２上に形成されたアラ
イメントマークに対し、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の他方の形成に用
いられるマスクを位置決めすることになる。すなわち、少なくとも露光工程および現像工
程を、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂのそれぞれに対して別個に行う必要が生
じる。このため、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５を効率良く短時間で容易
に形成することができない。
【０１３２】
　また、アライメントマークを用いることなく、例えば基材フィルム３２の端部を基準と
して第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを位置決めしながら第１透明導電体４０お
よび第２透明導電体４５を露光することも可能である。この方法によれば、第１感光層５
６ａおよび第２感光層５６ｂに対する露光工程および現像工程を同時に行うことができる
。しかしながら、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５の位置決め精度は、基材
フィルム３２の外形精度に依存してしまう。一般的に、この方法によれば、第１透明導電
体４０および第２透明導電体４５の位置決め精度は、最高でも数十ミクロン単位でしか期
待することができない。
【０１３３】
　これらのことから、以上に説明してきた本実施の形態の製造方法によれば、第１透明導
電体４０および第２透明導電体４５を互いに対して容易かつ精度良く位置決めすることが
できる。具体的には、本実施の形態によれば、タッチパネルセンサ３０の上面視において
、つまり、タッチパネルセンサ３０をその法線方向から観察した場合、第１センサ部４１
の略正方形形状からなる膨出部４１ｂと、第２センサ部４６の略正方形形状からなる膨出
部４６ｂと、の互いに平行な外輪郭の隙間Ｇ（パターンギャップとも呼ばれる、図３Ａ参
照）を、安定して、１００μｍ以下とすることができた。その一方で、従来の二枚のフィ
ルムを貼り合わせる方法では、このパターンギャップＧは、２００μｍ以上となってしま
う。この結果、本実施の形態によれば、接触（接近）位置を検出し得るアクティブエリア
Ａａ１の全領域に対する、タッチパネルセンサ３０をその法線方向から観察した場合に第
１センサ部４１および第２センサ部４６の少なくとも一方が配置されている領域の割合を
、百分率で、９５％以上にすることができた。また本実施の形態によれば、二枚のフィル
ムを貼り合わせるための粘着層が不要となり、これによって、製造コストを低くすること
ができる。
【０１３４】
　また、取出配線３６ｂ，３７ｂが、導電率の低い透明導電体４０，４５の接続部４２，
４７だけでなく、導電率の高い取出導電体４３，４８を含んでいる。したがって、取出配
線３６ｂ，３７ｂの線幅を細くすることが可能となり、取出配線３６ｂ，３７ｂの配置ス
ペース、すなわち、非アクティブエリアＡａ２の面積を小さくすることができる。
【０１３５】
　とりわけ、上述した方法によれば特別な位置決め処理等を行うことなく、図３Ｂに示す
ように、中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７が、透明導電
体４０，４５の接続部４２，４７上に配置されているだけで、透明導電体４０，４５の接
続部４２，４７の側方まで延びていないようにすることができる。一方、例えば、従来頻
繁に用いられてきたスクリーン印刷で、透明導電体４０，４５の接続部４２，４７上に高
導電率材料から取出導電体４３，４８を形成した場合、図１２に示すように、透明導電体
４０，４５は接続部４２，４７の側方から基材フィルム３２上まで延び広がってしまう。
このような従来の取出配線と比較して本実施の形態の取出配線３６ｂ，３７ｂによれば、
同一量の高導電率材料を用いて取出導電体を形成すると、取出配線３６ｂ，３７ｂの導電
率を同一に保ちながら線幅を大幅に狭くすることができる。
【０１３６】
　また、本実施の形態による中間層６１，６６、取出導電体４３，４８、保護層６２，６
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７および透明導電体４０，４５の接続部４２，４７は、フォトリソグラフィー技術により
形成されているため、スクリーン印刷等による従来の方法と比較して、極めて精度良く所
望の位置に所望の形状で形成することができる。さらに、本実施の形態によれば、図１２
に示す従来の取出配線とは異なり、高導電率の取出導電体４３，４８が透明導電体４０，
４５は接続部４２，４７の側方まで覆って基材フィルム３２上まで延びることはないので
、エレクトロマイグレーションの可能性を低減することもできる。これらのことから、取
出配線３６ｂ，３７ｂの配置ピッチを大幅に短くすることができ、これにより、取出配線
３６ｂ，３７ｂの配置スペース、すなわち、非アクティブエリアＡａ２の面積を小さくす
ることができる。
【０１３７】
　ところで、以上に説明してきた本実施の形態の製造方法によれば、透明導電体４０，４
５の接続部４２，４７が中間層６１，６６、取出導電体４３，４８または保護層６２，６
７によって側方から遮光されないようにするだけでなく、図３Ｂに示すように、中間層６
１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７の幅が、中間層６１，６６によ
って覆われている透明導電体４０，４５の接続部４２，４７の部分の幅よりも狭くなるよ
うにすることもできる。すなわち、基材フィルム３２のフィルム面の法線方向から観察し
た場合に、中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７は透明導電
体４０，４５上のみに配置されている、言い換えると、中間層６１，６６、取出導電体４
３，４８および保護層６２，６７は、透明導電体４０，４５の接続部４２，４７が配置さ
れている領域内のみに配置されているようにすることができる。このような構成によれば
、上述したセンサ電極３６ａ，３７ａと検出制御部２５との間の導通の確保をより安定さ
せることができる。また、エレクトロマイグレーションの可能性をさらに低減することが
できるため、取出配線３６ｂ，３７ｂの配置ピッチをさらに短くして、非アクティブエリ
アＡａ２の面積を小さくすることができる。
【０１３８】
　以下、上述した製造方法で取出配線３６ｂ，３７ｂを形成した場合に、取出配線３６ｂ
，３７ｂの中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７の幅が、当
該中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７によって覆われてい
る透明導電体４０，４５の接続部４２，４７の部分の幅よりも狭くなるようになる推定メ
カニズムについて、主に図８を参照しながら、説明するが、本発明はこの推定メカニズム
に限定されるものではない。
【０１３９】
　従来の二枚のフィルムを貼り合わせてタッチパネルセンサを作製する方法において、フ
ォトリソグラフィー技術を用いてフィルム上に透明導電体の接続部を形成する場合、透明
導電体をなすようになる透明導電層上に感光層が直接配置されるようになる。一方、本実
施の形態によれば、透明導電体４０，４５をなすようになる透明導電層５２ａ，５２ｂ上
に遮光導電層５４ａ，５４ｂが配置されている。一般的に、透明導電層をエッチングする
ためのエッチング液（例えば、塩化第二鉄）に対し、感光層（レジスト層）は高い耐浸食
性を有している。しかしながら、金属等からなる遮光導電層５４ａ，５４ｂは、ＩＴＯ等
の透明導電層５２ａ，５２ｂ用のエッチング液によって、エッチングされ得る。
【０１４０】
　したがって、図８に示すように、透明導電層５２ａ，５２ｂをエッチングする工程Ｓ６
において、透明導電層５２ａ，５２ｂが縦方向（基材フィルムの法線方向）にエッチング
される際に、遮光導電層５４ａ，５４ｂは感光層５６ａ，５６ｂによって覆われていない
側方から横方向（基材フィルム３２のシート面に沿った方向）にエッチングされ得る。そ
の一方で、感光層は、この工程Ｓ６で用いられるエッチング液に対して高い耐浸食性を有
しているため、横方向へ大きくエッチングされることはない。以上のような理由から、本
実施の形態の製造方法で作製されたタッチパネルセンサ３０によれば、中間層６１，６６
、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７の幅を、当該中間層６１，６６、取出導
電体４３，４８および保護層６２，６７によって覆われている透明導電体４０，４５の接



(30) JP 5413304 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

続部４２，４７の部分の幅よりも狭くすることが可能となる。
【０１４１】
　またさらに、第１感光層５２ａおよび第２感光層５２ｂを異なるパターンで同時露光す
る際に、互いの露光光パターンが影響し合うことを回避するために使用された遮光層（被
覆導電層）５４ａ，５４ｂから中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６
２，６７が作製されている。このような方法によれば、タッチパネルセンサ３０の作製に
必要となる材料コスト低減させることが可能となる。さらに、タッチパネルセンサ３０の
作製効率を極めて効果的に向上させることも可能となり、またこれにともなって、タッチ
パネルセンサ３０の作製コストを削減することが可能となる。すなわち、上述した優れた
タッチパネル３０（タッチパネル装置２０）を高い生産効率および安い製造コストで作製
することが可能となる。
【０１４２】
　また本実施の形態によれば、上述のように、透明導電層５２ａ、５２ｂをスパッタリン
グにより基材フィルム３２上に形成する際、基材フィルム３２の温度を１４０～１７０℃
の範囲内に保持することにより、基材フィルム３２上における透明導電層５２ａ、５２ｂ
の結晶化を促進することができ、これによって、結晶化率の高い透明導電層５２ａ、５２
ｂを基材フィルム３２上に形成することができる。このことにより、形成される透明導電
層５２ａ、５２ｂ（透明導電体４０，４５）の比抵抗を小さくすることができ、例えば透
明導電層５２ａ、５２ｂ（透明導電体４０，４５）の材料としてＩＴＯが用いられる場合
、当該比抵抗を４×１０－６Ωｍ（２３℃、５５％ＲＨ）以下にすることができる。
【０１４３】
　このように透明導電層５２ａ、５２ｂ（透明導電体４０，４５）の比抵抗を小さくする
ことにより、タッチパネルセンサ３０における透明導電体４０，４５の厚みを小さくする
ことができ、これによって、透明導電体４０、４５における光の反射率を従来よりも小さ
くすることができる。このため、タッチパネルセンサ３０のうち透明導電体４０、４５が
パターニングされている領域と透明導電体４０、４５がパターニングされていない領域と
の間における光の反射率の差を小さくすることができ、これによって、タッチパネルセン
サ３０の意匠性を向上させることができる。
【０１４４】
　以上のようにして得られたタッチパネルセンサ３０を表示装置１５に接着層１９を介し
て接合するとともに、保護カバー１２をタッチパネルセンサ３０に接着層１５を介して接
合することにより、図１および図２に示された入出力装置１０が得られる。次に、この入
出力装置１０を使用する際の作用について説明する。
【０１４５】
　入出力装置の作用
　まず、このような入出力装置１０においては、表示装置１５の表示パネル１６によって
映像を表示することによって、観察者は、保護カバー１２およびタッチパネルセンサ３０
を介して映像を観察することができる。
【０１４６】
　また、この入出力装置１０において、タッチパネルセンサ３０および保護カバー１２が
タッチパネル装置２０の一部分を構成し、外部導体５、典型的には人間の指５が保護カバ
ー１２上に接触（接近）したこと検知することができるとともに、保護カバー１２上にお
ける外部導体５が接触（接近）した位置を検出することができる。
【０１４７】
　具体的には、まず、外部の導体（例えば、人間の指）５が保護カバー１２に接触すると
、当該外部導体５と、外部導体５による保護カバー１２への接触位置の近傍に位置する透
明導電体４０，４５の各センサ部４１，４６と、が電極として機能し、電界が形成される
。この際、センサ電極３６ａ，３７ａを構成する透明導電体４０，４５のセンサ部４１，
４６と、外部導体５と、の間に位置する保護カバー１２および基材フィルム３２等は誘電
体として機能する。すなわち、外部導体５が保護カバー１２に接触することにより、セン
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サ部４１，４６と外部導体５とを電極とするコンデンサが形成される。
【０１４８】
　タッチパネル装置２０の検出制御部２５の検出回路は、各センサ部４１，４６に接続さ
れ、各センサ部４１，４６と外部導体５との間の静電容量を検出することができるように
なっている。そして、検出制御部２５が、各センサ部４１，４６と外部導体５との間の静
電容量の変化を検出することによって、外部導体５がいずれの第１センサ部４１に対面し
ているか、並びに、外部導体５がいずれの第２センサ部４６に対面しているかを特定する
ことができる。
【０１４９】
　すなわち、検出制御部２５の検出回路は、アクティブエリアＡａ１において前記一方向
に並べて配列された第１透明導電体４０に含まれる多数の第１センサ部４１のうちの外部
導体５と対面している第１センサ部（線状導電体）を特定することによって、前記一方向
に延びる座標軸上における外部導体５の位置を特定することができる。同様に、検出制御
部２５の検出回路は、アクティブエリアＡａ１において前記他方向に並べて配列された第
２透明導電体４５に含まれる多数の第２センサ部４６のうちの外部導体５と対面している
第２センサ部（線状導電体）を特定することによって、前記他方向に延びる座標軸上にお
ける外部導体５の位置を特定することができる。このようにして、タッチパネル装置２０
（保護カバー１２）への外部導体５の接触位置を二つの方向において検出することにより
、外部導体５のタッチパネル装置２０の表面への接触位置の位置座標を、タッチパネル装
置２０の表面上で精度良く特定することができる。なお、投影型容量結合方式のタッチパ
ネルにおいて接触位置を検出する様々な方法（原理）が、種々の文献に開示されており、
本明細書では、これ以上の説明を省略する。
【０１５０】
　上述の製造方法にしたがって作製されたタッチパネルセンサ３０においては、センサ電
極３６ａ，３７ａおよび取出配線３６ｂ，３７ｂが、一体として形成された複数の層から
なる基材フィルム３２の両側に形成されている。すなわち、接着剤等を介して接合された
複数枚のフィルムの接合体等を基材フィルムとして用いていない。この結果、タッチパネ
ルセンサ３０全体としての透光率を向上させることができる。また、照明等の環境光（外
光）や映像光等を反射し得る界面の数を減じることができるので、環境光の反射を抑制し
て表示装置１５に表示される映像のコントラストを向上させることができる。これらによ
り、タッチパネルセンサ３０を表示装置１５の表示面１６上に配置した場合に、表示装置
１５の表示画像を大きく劣化させてしまうことを防止することができる。さらに、タッチ
パネルセンサ３０および入出力装置１０の総厚みを減じることができる。
【０１５１】
　また、図２に示すように、第１センサ電極３６ａを構成する第１透明導電体４０の第１
センサ部４１、および第２センサ電極３７ａを構成する第２透明導電体４５の第２センサ
部４６は、タッチパネルセンサ３０（保護カバー１２）の法線方向に沿って異なる位置に
配置されている。具体的には、第２透明導電体４５の第２センサ部４６は、第１透明導電
体４０の第１センサ部４１よりも保護カバー１２から基材フィルム３２の厚み分だけ離間
した位置に配置されている。しかしながら、上述したように、本実施の形態における基材
フィルム３２は、一体として形成された複数の層からなるフィルムとして構成されている
。さらに、この基材フィルム３２は、特許文献（特開平４－２６４６１３号公報）などに
開示された基材フィルムとは異なり、遠紫外線遮光機能等の特別な機能を要求されてもい
ない。すなわち、厚みの薄いフィルムから構成され得る。したがって、外部導体５が保護
カバー１２へ接触した際に、当該外部導体５と第２透明導電体４５の第２センサ部４６と
の間でコンデンサを安定して形成することができるようになる。これにより、外部導体５
の保護カバー１２への接触位置（タッチ位置）を、第１透明導電体４０の第１センサ部４
１によってだけでなく、第２透明導電体４５の第２センサ部４６によっても、極めて感度
良く正確に検出することが可能となる。
【０１５２】
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　また本実施の形態によれば、タッチパネルセンサ３０は、基材フィルム３２と、基材フ
ィルム３２の一方の側の面３２ａ上にパターニングされた第１透明導電体４０と、基材フ
ィルム３２の他方の側の面３２ｂ上にパターニングされた第２透明導電体４５と、を備え
ている。このうち基材フィルム３２は、透明なフィルム本体３３と、フィルム本体３３の
一方の側の面３３ａ上に設けられた第１アンダーコート層７１と、第１アンダーコート層
７１の一方の側の面７１ａ上に設けられた第１高屈折率層７２と、第１高屈折率層７２の
一方の側の面７２ａ上に設けられた第１低屈折率層７３と、フィルム本体３３の他方の側
の面３３ｂ上に設けられた第２アンダーコート層７６と、第２アンダーコート層７６の他
方の側の面７６ｂ上に設けられた第２高屈折率層７７と、第２高屈折率層７７の他方の側
の面ｂ７７上に設けられた第２低屈折率層７８と、を有している。
【０１５３】
　そして、高屈折率層７２，７７の光屈折率は、透明導電体４０，４５の光屈折率よりも
大きくなっており、また低屈折率層７３，７８の光屈折率は、透明導電体４０，４５の光
屈折率よりも小さくなっている。従って、高屈折率層７２，７７と低屈折率層７３，７８
とからなる機能層７０，７５はインデックスマッチング層として機能することができ、こ
のような機能層７０，７５をフィルム本体３３と透明導電体４０，４５との間に設けるこ
とにより、薄膜干渉の効果を生じさせることができる。このことにより、基材フィルム３
２のアクティブエリアＡａ１のうち透明導電体４０，４５が設けられている領域における
光の反射率と、透明導電体４０，４５が設けられていない領域における光の反射率と、の
差を小さくすることができる。同様に、高屈折率層７２，７７と低屈折率層７３，７８と
からなる機能層７０，７５をフィルム本体３３と透明導電体４０，４５との間に設けるこ
とにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域における光の透過率と、透明導電
体４０，４５が設けられていない領域における光の透過率と、の差を小さくすることもで
きる。
【０１５４】
　さらに高屈折率層７２，７７と低屈折率層７３，７８とからなる機能層７０，７５をフ
ィルム本体３３と透明導電体４０，４５との間に設けることにより、基材フィルム３２の
うち透明導電体４０，４５が設けられている領域を透過した光のスペクトルを、各波長域
で平坦なスペクトルとすることができ、例えば、透過光をＬ＊ａ＊ｂ＊表色系で表したと
きのｂ＊の絶対値を１．５以下とすることができる。
【０１５５】
　また、本実施の形態によれば、図３Ａに示すように、第１透明導電体４０の第１センサ
部４１はライン部４１ａと膨出部４１ｂとを有し、第２透明導電体４５の第２センサ部４
６はライン部４６ａと膨出部４６ｂとを有している。各センサ部４１，４６において、膨
出部４１ｂ，４６ｂにおける幅は、ライン部４１ａ，４６ａにおける幅と比較して非常に
太くなっている。そして、上述したように、第１透明導電体４０に含まれる第１センサ部
４１の膨出部４１ｂと、第２透明導電体４５に含まれる第２センサ部４６の膨出部４６ｂ
とは、基材フィルム３２のフィルム面の法線方向から観察した場合に重ならないように配
置されている。このため、第１透明導電体４０の第１センサ部４１が、接触位置の検出精
度に影響を与え得る程度の広い面積で、外部導体５と第２透明導電体４５の第２センサ部
４６との間に介在することはない。この結果、外部導体５と第２透明導電体４５の第２セ
ンサ部４６との間で、コンデンサが有効に形成されなくなることを防止することができる
。
【０１５６】
　さらに、上述したように、表示装置１５の表示制御部１７とタッチパネル装置２０の検
出制御部２５とは接続されている。検出制御部２５は、外部導体５が保護カバー１２上の
所定の位置に接触することによって入力された情報を、表示制御部１７へ送信することが
できる。表示制御部１７は、検出制御部２５で読み取られた入力情報に基づいて、当該入
力情報に対応した映像を表示装置１５の表示パネル１６に表示することもできる。すなわ
ち、出力手段としての表示機能および入力手段としてのタッチ位置検出機能により、入出
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力装置１０の使用者（操作者）と当該入出力装置１０との間で、対話形式での情報の直接
的なやりとり（例えば、使用者の表示装置１５に対する指示および表示装置１５による当
該指示の実行）を実現することができる。
【０１５７】
　そして、上述したように、第１透明導電体４０および第２透明導電体４５が、感光層５
６ａ，５６ｂの両面同時露光プロセス（工程Ｓ３）を経て、基材フィルム３２上にパター
ニングされている場合、第１センサ電極３６ａを構成する第１透明導電体４０の各第１セ
ンサ部４１、および第２センサ電極３７ａを構成する第２透明導電体４５の各第２センサ
部４６が互いに対して精度良く位置決めされるようになる。結果として、第１透明導電体
４０の各第１センサ部４１および第２透明導電体４５の各第２センサ部４６の両方を、表
示装置１５に対して精度良く位置決めすることが可能となる。この場合、外部導体５の保
護カバー１２への接触位置を、表示装置１５を基準として精度良く検出することができる
。この結果、表示装置１５に表示される映像情報に対応した入力を高分解能で高精度に検
出することができ、これにより、入出力装置１０の使用者（操作者）と当該入出力装置１
０との間での対話形式での情報交換が極めて円滑に進められるようになる。
【０１５８】
　以上のような本実施の形態によれば、感光性を有した第１感光層５６ａおよび第２感光
層５６ｂとの間に、遮光性を有した遮光導電層５４ａ，５４ｂが配置されている。したが
って、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂを、異なるパターンで、高精度に露光す
ることができ、これにより、第１感光層５６ａおよび第２感光層５６ｂを、互いに異なる
所望のパターンで極めて精度良くパターニングすることができる。また、第１感光層５６
ａの露光および第２感光層５６ｂの露光は、第１マスク５８ａを第１感光層５６ａ上に配
置するとともに第２マスク５８ｂを第２感光層５６ｂ上に配置した状態で行われる。この
場合、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを互いに対して容易に精度良く位置決め
することができ、これにより、第１感光層５６ａのパターンおよび第２感光層５６ｂのパ
ターンを互いに対して極めて精度良く位置決めすることができる。結果として、得られた
タッチパネルセンサ３０の第１透明導電体４０および第２透明導電体４５を所望のパター
ンで高精度に形成することができるとともに、第１透明導電体４０および第２透明導電体
４５を互いに対して高精度に位置決めすることができる。したがって、このタッチパネル
センサ３０を用いることにより、外部導体（典型的には、指）５が接近または接触した平
面上の位置を精度良く検出することができる。
【０１５９】
　また、第１マスク５８ａおよび第２マスク５８ｂを互いに対して容易に位置決めするこ
とができるとともに、第１感光層５６ａの露光および第２感光層５６ｂの露光を同時に行
うことができる。したがって、タッチパネルセンサ３０を極めて効率的に製造することが
でき、これにより、タッチパネルセンサ３０の製造コストを大幅に低下させることができ
る。
【０１６０】
　さらに、基材フィルム３２に特別な機能（例えば、特定波長域の光に対する遮光機能）
が要求されないことから、表示装置等に用いられている通常の、一体として形成された複
数の層からなるフィルム材を基材フィルム３２として用いることができる。したがって、
厚さの厚いフィルムや、接着剤等を介して接合された複数枚のフィルムの積層体等を基材
フィルムとして用いる必要がない。これにより、第１透明導電体４０と第２透明導電体４
５との離間間隔が短くなるので、第１透明導電体４０だけでなく、第２透明導電体４５に
よる接触位置または接近位置の検出感度を向上させることができる。また、タッチパネル
センサ３０の透光率を向上させることができ、これにより、タッチパネルセンサ３０を表
示装置１５の表示面１６ａ上に配置した場合に、表示装置１５の表示画像を大きく劣化さ
せてしまうことを防止することができる。
【０１６１】
　さらに、上述した実施の形態において、透明導電層５２ａ，５２ｂ上に配置され透明導
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電層５２ａ，５２ｂとともにパターニングされた遮光導電層５４ａ，５４ｂが取出配線３
６ｂ，３７ｂの一部として利用されている。具体的には、透明導電層５２ａ，５２ｂと同
一のパターンにパターニングされるとともにその後一部分を除去された遮光導電層５４ａ
，５４ｂからなる中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７が、
パターニングされた透明導電層５２ａ，５２ｂからなる透明導電体４０，４５とともに、
取出配線３６ｂ，３７ｂを形成している。
【０１６２】
　このような方法で作製された取出配線３６ｂ，３７ｂは、取出導電体４３，４８によっ
て高い導電率（電気伝導率）を確保することができる。また、スクリーン印刷等で作製さ
れた従来の取出配線（図１２参照）とは異なり、中間層６１，６６、取出導電体４３，４
８および保護層６２，６７は、透明導電層５２ａ，５２ｂ上に配置され、透明導電層５２
ａ，５２ｂの側方まで延びていない。これにより、取出配線３６ｂ，３７ｂの線幅を大幅
に小さくすることができる。さらに、上述した実施の形態によれば、スクリーン印刷等の
従来の作製方法とは異なりフォトリソグラフィー技術を用いて取出導電体４３，４８が形
成されているので、安定して高精度に所望のパターンの取出配線３６ｂ，３７ｂを作製す
ることが可能となる。これにより、エレクトロマイグレーションの可能性も大幅に低下さ
せることができる。以上のことから、本実施の形態によれば、細い線幅の取出配線３６ｂ
，３７ｂを短ピッチで並べて形成することが可能となり、これにより、取出配線３６ｂ，
３７ｂを配置するために必要となる領域の面積、すなわち、非アクティブエリアＡａ２の
面積を格段に小さくすることができる。
【０１６３】
　さらに取出配線３６ｂ，３７ｂにおいて、取出導電体４３，４８の材料として銀合金、
例えばＡＰＣ合金が用いられている。ＡＰＣ合金などの銀合金は、一般に配線材料として
用いられるクロムよりも比抵抗が小さい。このため、取出導電体４３，４８の材料として
銀合金を用いることにより、取出配線３７ｂの導電率を高めることができる。
【０１６４】
　また取出配線３６ｂ，３７ｂにおいて、透明導電体４０，４５と、銀合金からなる取出
導電体４３，４８との間には、ＭｏＮｂ合金などからなる中間層６１，６６が介在されて
いる。ここで、中間層６１，６６の透明導電体４０，４５に対する密着力、および中間層
６１，６６の取出導電体４３，４８に対する密着力は、取出導電体４３，４８の透明導電
体４０，４５に対する密着力よりも大きくなっている。このため、取出導電体４３，４８
に何らかの力学的な力が作用した場合であっても、取出導電体４３，４８が中間層６１，
６６から容易に剥離することはない。このことにより、透明導電体４０，４５と取出導電
体４３，４８との間に中間層６１，６６が介在されていない場合に比べて、タッチパネル
３０の機械的安定性を向上させることができる。
【０１６５】
　さらに取出配線３６ｂ，３７ｂにおいて、銀合金からなる取出導電体４３，４８の上に
は、耐酸化性、耐水性を有するＭｏ合金、例えばＭｏＮｂなどからなる保護層６２，６７
が設けられている。これによって、取出導電体４３，４８の上に保護層６２，６７が設け
られていない場合に比べて、取出導電体４３，４８の耐酸化性、耐水性を向上させること
ができ、このことにより、タッチパネル３０の信頼性を向上させることができる。
【０１６６】
　また、取出導電体４３，４８は、基材フィルム３２には接触しておらず、高い密着力を
呈し得る中間層６１，６６にしか接合していない。このため、タッチパネルセンサ３０が
使用中に変形したとしても、取出導電体４３，４８がタッチパネルセンサ３０から剥離す
る起点が形成されにくくすることができる。また、透明導電体４０，４５の接続部４２，
４７は、中間層６１，６６、取出導電体４３，４８または保護層６２，６７によって側方
まで覆われておらず、基材フィルム３２と中間層６１，６６との間で側方に露出している
。すなわち、中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７による接
続部４２，４７の変形の拘束は弱く、接続部４２，４７は、タッチパネルセンサ３０の変
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形時に、基材フィルム３２の変形に追従して変形し得るようになる。これらにより、取出
導電体４３，４８が透明導電体４０，４５または基材フィルム３２から剥離すること、並
びに、取出導電体４３，４８とともに接続部４２，４７が基材フィルム３２から剥離する
ことを、効果的に抑制することができる。結果として、タッチパネルセンサ３０の検出機
能の信頼性を大幅に向上させることができる。
【０１６７】
　さらに、中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７の形成に用
いられる遮光導電層５４ａ，５４ｂは、両面同時露光工程Ｓ３において遮光層として用い
られる層である。このような作製方法によれば、上述したように優れた性能を有するタッ
チパネルセンサ３０を、極めて効率的かつ安価に作製することが可能となる。
【０１６８】
　変形例
　なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、変形
の一例について説明する。
【０１６９】
　例えば、上述した実施の形態において、パターニングされた遮光導電層５４ａ，５４ｂ
の一部分を除去する工程において、遮光導電層５４ａ，５４ｂのうちのアクティブエリア
Ａａ１と、アクティブエリアＡａ１を取り囲むアクティブエリアＡａ１近傍の領域と、に
位置する部分が除去される例を示したが、これに限られない。アクティブエリアＡａ１の
透明性を確保するために遮光性を有した遮光導電層５４ａ，５４ｂを除去するといった観
点からすれば、除去される部分は、アクティブエリアＡａ１内に位置する部分だけとする
ことができる。このような例によれば、タッチパネルセンサ３０のアクティブエリアＡａ
１における透明性を確保しつつ取出導電体４３，４８が配置された領域を拡大して、取出
配線３６ｂ，３７ｂの導電率を高めることができる。ただし、さらなる感光層５６ｃ，５
６ｄの露光精度および現像精度のバラツキを許容可能にし、タッチパネルセンサ３０の信
頼性を向上させるといった観点からは、上述した実施の形態の方が優れている。なお、当
然に、遮光導電層５４ａ，５４ｂの除去される部分を変更する場合には、上述した第３マ
スク５８ｃおよび第４マスク５８ｄの透過領域のパターンを変更しなければならない。
【０１７０】
　また、上述した実施の形態において、さらなる感光層５６ｃ、５６ｄを現像してパター
ニングする工程において、アクティブエリアＡａ１を四方から周状に取り囲む額縁状に感
光層５６ｃ,５６ｄをパターニングする例を示したが、これに限られない。例えば、透明
導電層５２ａ，５２ｂ（透明導電体４０，４５）上に残留すべきパターンに対応したパタ
ーンで、さらなる感光層５６ｃ、５６ｄを露光（図９Ａ参照）および現像（図９Ｂ参照）
してもよい。図９Ａに示すように、このような変形例においても、遮光性を有した遮光導
電性５４ａ，５４ｂが、異なる側から所定のパターンで照射される露光光源からの光を遮
光する。これにより、第３感光層５６ｃおよび第４感光層５６ｄを異なるパターンで高精
度に両面同時露光することができる。ただし、さらなる感光層５６ｃ，５６ｄの露光精度
および現像精度のバラツキを許容可能にし、タッチパネルセンサ３０の信頼性を向上させ
るといった観点からは、上述した実施の形態の方が優れている。なお、図９Ａおよび図９
Ｂに示す変形例において、その他の部分の構成については、上述した実施の形態と同様に
構成され得る。図９Ａおよび図９Ｂにおいて、上述した実施の形態と同一に構成され得る
部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【０１７１】
　また、上述した実施の形態において、タッチパネルセンサ３０の製造方法の一例を説明
したが、この例に限られない。例えば、透明導電層５２ａ，５２ｂをアニール処理して、
透明導電層５２ａ，５２ｂの結晶化（微結晶化）を進める工程を、透明導電層５２ａ，５
２ｂのスパッタリング後に設けてもよい。
【０１７２】
　上述のように、ＩＴＯ等から形成される透明導電層５２ａ、５２ｂは、スパッタリング



(36) JP 5413304 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

等による成膜時の温度を適宜調節することにより、結晶化が進められている。すなわち、
透明導電層５２ａ、５２ｂをスパッタリング等により基材フィルム３２上に形成する際、
基材フィルム３２の温度を１４０～１７０℃の範囲内に保持することにより、基材フィル
ム３２上における透明導電層５２ａ、５２ｂの結晶化が促進されている。そして、さらに
結晶化を進めるため、スパッタリング等により基材フィルム３２上に透明導電層５２ａ、
５２ｂを形成した後、１４０℃程度の温度でアニール処理を施して、透明導電層をさらに
結晶化（微結晶化とも呼ばれる）させることも可能である。
【０１７３】
　この透明導電層５２ａ，５２ｂをアニールする工程は、上述した透明導電層５２ａ，５
２ｂをパターニングする工程Ｓ６よりも後であってパターニングされた遮光導電層５４ａ
，５４ｂの一部分を除去する工程Ｓ１１よりも前に、例えば、さらなる感光層５８ｃ，５
８ｄを現像する工程Ｓ１０と遮光導電層５４ａ，５４ｂの一部分を除去する工程Ｓ１１と
の間に、実施されることが好ましい。例えば、遮光導電層５４ａ，５４ｂの耐薬品性が弱
く、透明導電層５２ａ，５２ｂをパターニングする工程Ｓ６において、既にパターニング
されている遮光導電層５４ａ，５４ｂがエッチングされる可能性がある場合に、アニール
工程を追加することは有効である。
【０１７４】
　具体的には、透明導電層５２ａ，５２ｂをパターニングする工程Ｓ６において、透明導
電層５２ａ，５２ｂを、浸食性の弱いエッチング液、例えばシュウ酸でエッチングする。
このとき、エッチング時の透明導電層５２ａ，５２ｂの結晶化が不完全であれば、透明導
電層５２ａ，５２ｂの耐薬品性は低く、このため透明導電層５２ａ，５２ｂがエッチング
される。浸食性の弱いエッチング液を用いることにより、耐薬品性の比較的弱い材料（例
えば銀合金）からなる遮光導電層５４ａ，５４ｂが、透明導電層５２ａ，５２ｂと感光層
５６ａ，５６ｂとの間において横方向（すなわち、基材フィルム３２のシート面に沿った
方向）に浸食されることを防止することができる。これにより、透明導電層５２ａ，５２
ｂを極めて高精度にパターニングすることができるようになる。そして、遮光導電層５４
ａ，５４ｂの一部分を除去する工程Ｓ１１の前に、アニール処理によって透明導電層５２
ａ，５２ｂの耐薬品性を上げておくことにより、遮光導電層５４ａ，５４ｂの一部分を除
去する際に、所望の形状にパターニングされた透明導電層５２ａ，５２ｂのパターンが損
なわれてしまうことを効果的に防止することができる。
【０１７５】
　さらに、上述した実施の形態において、タッチパネルセンサ３０を製造するために用い
られる元材としての積層体（ブランクス）５０において、第１遮光導電層５４ａが第１透
明導電層５２ａ上に形成され、第２遮光導電層５４ａが第２透明導電層５２ｂ上に形成さ
れている例を示したがこれに限られない。第１透明導電層５２ａおよび第２透明導電層５
２ｂのうちのいずれか一方の透明導電層上のみに、遮光導電層が形成されていてもよい。
図１０（ａ）および図１０（ｂ）に示す例においては、上述した第１遮光導電層５４ａが
省略されている。すなわち、元材としての積層体（ブランクス）５０は、基材フィルム３
２と、基材フィルム３２上に配置された第１および第２透明導電体５２ａ，５２ｂと、第
２透明導電体５２ｂ上に配置された第２遮光導電層５４ｂと、を含んでいる。図１０（ａ
）および図１０（ｂ）は、それぞれ、図６Ｃ（ａ）および図６Ｃ（ｂ）に対応しており、
第１透明導電体５２ａ上に配置された第１感光層５６ａと、第２遮光導電層５４ｂ上に配
置された第２感光層５６ｂと、を両面同時露光する工程Ｓ３を示している。図１０（ａ）
に示すように、所定のパターンで第１感光層５６ａを露光する露光光は、第２遮光導電層
５４ｂで遮光され、第２感光層５６ｂに照射されることはなく、且つ、所定のパターンで
第２感光層５６ｂを露光する露光光は、第２遮光導電層５４ｂで遮光され、第１感光層５
６ａに照射されることはない。これにより、上述した実施の形態と同様に、感光層５６ａ
，５６ｂを異なるパターンで高精度に両面同時露光することができる。また、上述した実
施の形態と同様の透明導電体４０，４５、第２中間層６６、第２取出導電体４８および第
２保護層６７を得ることができる。なお、第１透明導電層５２ａ上に遮光導電層５４ｂが
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形成されていないことから、図示する例では、第１透明導電体４０上に第１中間層６１、
第１取出導電体４３および第１保護層６６が形成されなくなる。
【０１７６】
　さらに、上述した実施の形態において、積層体（ブランクス）５０において、基材フィ
ルム３２の両側に透明導電層５２ａ，５２ｂおよび被覆導電層５４ａ，５４ｂがそれぞれ
設けられている例を示したが、これに限られない。基材フィルム３２の一つの面上のみに
透明導電層および被覆導電層が設けられているようにしてもよい。この場合、基材フィル
ム３２の一つの面上に、上述した実施の形態のセンサ電極３６ａ，３７ａおよび取出配線
３６ｂ，３７ｂが得られるようになる。なお、この変形例において、上述した感光層を露
光する工程Ｓ３では、積層体５０の一つの側のみから露光光が照射され得る。そして、こ
の変形例において、被覆導電層は遮光性を有していない材料からも構成され得る。
【０１７７】
　さらに、上述した実施の形態において、第１透明導電体４０の第１センサ部４１はライ
ン部４１ａと膨出部４１ｂとを有し、第２透明導電体４５の第２センサ部４６はライン部
４６ａと膨出部４６ｂとを有している例を示した。また、上述した実施の形態において、
膨出部４１ｂ，４６ｂが平面視略正方形形状に形成されている例を示した。しかしながら
、これに限られず、一例として、膨出部４１ｂ，４６ｂが、平面視において、正方形以外
の菱形等の四角形形状、さらには、多角形形状や円形状等であってもよい。また、センサ
部４１，４６が、膨出部４１ｂ，４６ｂを有さず、直線状の輪郭を有するようにしてもよ
い。
【０１７８】
　さらに、上述した実施の形態において、第１透明導電体４０の第１センサ部４１と、第
２透明導電体４５の第２センサ部４６とが、同一に構成される例を示したが、これに限ら
れない。例えば、図１１に示すように、第２透明導電体４５の第２センサ部４６の線幅ｗ
２が、保護カバー１２（観察者側面）からより近い位置に配置された第１透明導電体４０
の第１センサ部４１の線幅ｗ１よりも太くなるようにしてもよい。このような例によれば
、外部導体５が保護カバー１２へ接触した際に、保護カバー１２（観察者側面）から比較
的に遠い位置に配置された第２透明導電体４５の第２センサ部４６と、当該外部導体５と
、の間でコンデンサを安定して形成することができるようになる。また、保護カバー１２
に接触する外部導体５と第１透明導電体４０の第１センサ部４１との間で形成されるコン
デンサの静電容量と比較して、保護カバー１２に接触する外部導体５と第２透明導電体４
５の第２センサ部４６との間で形成されるコンデンサの静電容量が低くなってしまうこと
を防止することができる。これにより、外部導体５の保護カバー１２への接触位置（タッ
チ位置）を、第１透明導電体４０の第１センサ部４１だけでなく、第２透明導電体４５の
第２センサ部４６によっても、極めて感度良く正確に検出することが可能となる。なお、
図１１に示す変形例において、その他の部分の構成については、上述した実施の形態と同
様に構成され得る。図１１において、上述した実施の形態と同一に構成され得る部分には
同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【０１７９】
　また、上述した実施の形態における取出配線３６ｂ，３７ｂにおいて、透明導電体４０
，４５と取出導電体４３，４８との間に中間層６１，６６が介在される例を示した。しか
しながら、これに限られることはなく、透明導電体４０，４５と取出導電体４３，４８と
の間の密着力が十分に大きい場合、若しくは、透明導電体４０，４５と取出導電体４３，
４８との間の密着力がさほど必要とされないなどの場合には、中間層６１，６６を設けず
に、取出導電体４３，４８を直接に透明導電体４０，４５に密着させてもよい。
【０１８０】
　さらに、上述した実施の形態における取出配線３６ｂ，３７ｂにおいて、取出導電体４
３，４８上に保護層６２，６７が設けられている例を示した。しかしながら、これに限ら
れることはなく、取出導電体４３，４８の耐酸化性、耐水性などが十分に大きい場合、若
しくは、取出導電体４３，４８の耐酸化性、耐水性などがさほど必要とされないなどの場
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合には、取出導電体４３，４８上に保護層６２，６７を設けなくともよい。
【０１８１】
　また、上述した実施の形態における遮光導電層５４ａ，５４ｂのエッチング工程（工程
Ｓ５，Ｓ１１）において、中間層６１，６６と取出導電体４３，４８と保護層６２，６７
とを含む遮光導電層５４ａ，５４ｂが１種類のエッチング液によりエッチングされる例を
示した。しかしながら、これに限られることはなく、中間層６１，６６、取出導電体４３
，４８および保護層６２，６７を形成する材料に応じた２または３種類のエッチング液を
用いて、段階的に中間層６１，６６、取出導電体４３，４８および保護層６２，６７をエ
ッチングしてもよい。
【０１８２】
　なお、以上において上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、
当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。
【実施例】
【０１８３】
　以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこの実施例に限定され
るものではない。
【０１８４】
　実施例１
　本発明によるタッチパネルセンサ３０の基材フィルム３２について、フィルム本体３３
、熱硬化型アクリル樹脂からなるアンダーコート層７１，７６、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ

５）からな高屈折率層７２，７７、および二酸化珪素（ＳｉＯ２）からなる低屈折率層７
３，７８の光屈折率および厚みを測定した。また、本発明によるタッチパネルセンサ３０
のＩＴＯからなる透明導電体４０，４５の光屈折率（実数部ｎおよび吸収項ｋ）および厚
みを測定した。結果を表２に示す。なお、光屈折率の測定は、光波長３８０ｎｍ～７８０
ｎｍの範囲内で光波長を５ｎｍ刻みで変化させながら行った。また、後述するシミュレー
ションにおいて用いるため、大気における光屈折率（実数部ｎおよび吸収項ｋ）を測定し
た。結果をあわせて表２に示す。
【表２】

【０１８５】
　表２に示すように、光屈折率が高い層、すなわち高屈折率層７２，７７および透明導電
体４０，４５においては、光波長によって光屈折率が大きく変化していた。光波長に対し
て、高屈折率層７２，７７および透明導電体４０，４５の光屈折率（実数部ｎ）をプロッ
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トした結果を図１３に示す。図１３に示すように、光波長が４００ｎｍから５５０ｎｍに
なると、透明導電体４０，４５において光屈折率が０．１５だけ小さくなっており、高屈
折率層７２，７７において光屈折率が０．１８だけ小さくなっていた。また光波長が５５
０ｎｍから７８０ｎｍになると、透明導電体４０，４５において光屈折率が０．１２だけ
小さくなっており、高屈折率層７２，７７において光屈折率が０．０７だけ小さくなって
いた。すなわち、４００～５５０ｎｍでは透明導電体４０，４５の屈折率変化より高屈折
率層７２，７７の屈折率変化が大きく、５５０～７８０ｎｍでは高屈折率層７２，７７の
屈折率変化より透明導電体４０，４５の屈折率変化が大きかった。
【０１８６】
　測定された基材フィルム３２の各層の厚みおよび光屈折率と、透明導電体４０，４５の
厚みおよび光屈折率とに基づいて、シミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設
けられている領域における光の反射率および透過率の値と、透明導電体４０，４５が設け
られていない領域における光の反射率および透過率の値との差を求めた。またシミュレー
ションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域におけるｂ＊を求めた。以下
、詳細について説明する。
【０１８７】
　（シミュレーション条件）
　透明導電体４０，４５が設けられている領域に関しては、以下の層構成を仮定してシミ
ュレーションを行った。
　フィルム本体（出射側媒質）／アンダーコート層／高屈折率層／低屈折率層／透明導電
体／大気（入射側媒質）
　この場合、後述するように、フィルム本体の屈折率、アンダーコート層の屈折率および
厚み、高屈折率層の屈折率および厚み、低屈折率層の屈折率および厚み、透明導電体の屈
折率および厚みを適宜変化させながらシミュレーションを行った。なお、すべてのシミュ
レーションにおいて、光の入射角度を０度（垂直入射）に設定した。
【０１８８】
　透明導電体４０，４５が設けられていない領域に関しては、以下の層構成を仮定してシ
ミュレーションを行った。
　フィルム本体（出射側媒質）／アンダーコート層／高屈折率層／低屈折率層／大気（入
射側媒質）
　その他の条件は、透明導電体４０，４５が設けられている領域に関するシミュレーショ
ンの条件と略同一であるので、詳細な説明は省略する。
【０１８９】
　（評価項目１　反射率）
　透明導電体４０，４５が設けられている領域および透明導電体４０，４５が設けられて
いない領域における光の反射スペクトルをシミュレーションにより求めた。結果を図１４
Ａに示す。図１４Ａに示すように、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲内において、光
の反射スペクトルの周期的な乱れ（ハンチング）が見られた。このようなハンチングは、
基材フィルム３２の各層間、および基材フィルム３２と透明導電体４０，４５との間での
薄膜干渉に起因していると考えられる。
【０１９０】
　透明導電体４０，４５が設けられていない領域における光の反射スペクトルと、透明導
電体４０，４５が設けられている領域における光の反射スペクトルとの差（反射率差）を
図１４Ｂに示す。ここで、反射率差＝（透明導電体４０，４５が設けられていない領域に
おける反射率）－（透明導電体４０，４５が設けられている領域における反射率）となっ
ている。図１４Ｂに示すように、反射率差についても、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの
範囲内においてハンチングが見られた。このハンチングは、図１４Ｂに示すように、反射
率差が０％となる線（図１４Ｂにおいて符号８１で示す点線）をほぼ中心線として生じて
いた。また、波長が短いほどハンチングの振幅が大きくなるのが確認された。
【０１９１】
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　シミュレーションにより求めた反射スペクトルから、ＸＹＺ表色系における等色関数を
用いて、透明導電体４０，４５が設けられている領域および透明導電体４０，４５が設け
られていない領域各々について、ＸＹＺ表色系におけるＹ値を求めた。具体的な算出方法
はＪＩＳ　Ｚ８７０１に規定されており、ここでの詳細な説明は省略する。この際、色の
表示に用いる標準の光の分光分布として、標準の光Ｃの分光分布を用いた。次に、透明導
電体４０，４５が設けられている領域におけるＹ値と、透明導電体４０，４５が設けられ
ていない領域におけるＹ値との差（以下、ΔＹ（反射））を求めた。結果、ΔＹ（反射）
が０．０５７６％となっていた。
【０１９２】
　（評価項目２　透過率）
　透明導電体４０，４５が設けられている領域および透明導電体４０，４５が設けられて
いない領域における光の透過スペクトルをシミュレーションにより求めた。結果を図１５
Ａに示す。図１５Ａに示すように、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲内において、光
の反射スペクトルの場合と同様に、光の透過スペクトルのハンチングが見られた。
【０１９３】
　透明導電体４０，４５が設けられていない領域における光の透過スペクトルと、透明導
電体４０，４５が設けられている領域における光の透過スペクトルとの差（透過率差）を
図１５Ｂに示す。ここで、透過率差＝（透明導電体４０，４５が設けられていない領域に
おける透過率）－（透明導電体４０，４５が設けられている領域における透過率）となっ
ている。図１５Ｂに示すように、透過率差についても、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの
範囲内においてハンチングが見られた。このハンチングは、図１５Ｂに示すように、０％
線８１をほぼ中心線として生じていた。また、波長が短いほどハンチングの振幅が大きく
なるのが確認された。
【０１９４】
　シミュレーションにより求めた透過スペクトルから、ＸＹＺ表色系（ＪＩＳ　Ｚ８７０
１参照）における等色関数を用いて、透明導電体４０，４５が設けられている領域および
透明導電体４０，４５が設けられていない領域各々について、ＸＹＺ表色系におけるＹ値
を求めた（ＪＩＳ　Ｚ８７０１参照）。この際、色の表示に用いる標準の光の分光分布と
して、標準の光Ｃの分光分布を用いた。次に、透明導電体４０，４５が設けられている領
域におけるＹ値と、透明導電体４０，４５が設けられていない領域におけるＹ値との差（
以下、ΔＹ（透過））を求めた。結果、ΔＹ（透過）は０．０２４７％となっていた。
【０１９５】
　（評価項目３　ｂ＊）
　透明導電体４０，４５が設けられている領域におけるＸＹＺ表色系のＸ値、Ｙ値および
Ｚ値（ＪＩＳ　Ｚ８７０１参照）を用いて、透明導電体４０，４５が設けられている領域
について、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系における色座標ｂ＊を求めた。具体的な算出方法はＪＩＳ
　Ｚ８７２９に規定されており、ここでの詳細な説明は省略する。結果、ｂ＊は－０．１
４２となっていた。
【０１９６】
　本実施例によれば、タッチパネルセンサ３０は、上記の表２に示す光屈折率および厚み
を有する各層からなる基材フィルム３２と、基材フィルム３２の面３２ａ，３２ｂ上に所
定のパターンで設けられた透明導電体４０，４５と、からなっている。このため、光波長
３８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲内における、反射率差および透過率差のハンチングを、０
％線８１をほぼ中心線として生じさせることができた。これによって、上述のように、Δ
Ｙ（反射）、ΔＹ（透過）およびｂ＊の絶対値の値を十分に小さくすることができた。こ
のことにより、透明導電体４０，４５のパターンがタッチパネルセンサ３０の使用者から
視認されるのを防ぐことができた。
【０１９７】
　比較例１
　高屈折率層７２，７７の光屈折率を波長に依らず一定としたこと以外は、実施例１と同
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様にして、シミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域におけ
る光の反射率および透過率の値と、透明導電体４０，４５が設けられていない領域におけ
る光の反射率および透過率の値との差を求めた。高屈折率層７２，７７の光屈折率の値と
しては、２．０、２．４、または２．１８３（実施例１における高屈折率層の、波長５５
０ｎｍでの光屈折率の値に等しい）を用いた。
【０１９８】
　（評価項目１　反射率）
　透明導電体４０，４５が設けられている領域および透明導電体４０，４５が設けられて
いない領域における光の反射スペクトルをシミュレーションにより求めた。次に、透明導
電体４０，４５が設けられていない領域における光の反射スペクトルと、透明導電体４０
，４５が設けられている領域における光の反射スペクトルとの差（反射率差）を求めた。
結果を図１６Ａに示す。また比較のため、高屈折率層７２，７７の光屈折率を波長に依ら
ず２．１８３にした場合の反射率差と、上述の実施例１の場合の反射率差と、をあわせて
図１６Ｂに示す。
【０１９９】
　図１６Ａに示すように、高屈折率層７２，７７の光屈折率を波長に依らず２．４とした
場合、短波長の領域においては０％線８１をほぼ中心線として反射率差のハンチングが生
じていたが、長波長の領域においては反射率差のハンチングの中心線が０％線８１よりも
上となっていた。また図１６Ａおよび図１６Ｂに示すように、高屈折率層７２，７７の光
屈折率を波長に依らず２．１８３とした場合、長波長の領域においては０％線８１をほぼ
中心線として反射率差のハンチングが生じていたが、短波長の領域においては反射率差の
ハンチングの中心線が０％線８１よりも下となっていた。また、高屈折率層７２，７７の
光屈折率を波長に依らず２．０とした場合、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの全域にわた
って、反射率差のハンチングの中心線が０％線８１よりも下となっていた。
【０２００】
　これに対して、図１６Ｂにおいて実線で示す本発明の高屈折率層７２，７７によれば、
光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍのほぼ全域にわたって、０％線８１をほぼ中心線として反
射率差のハンチングが生じていた。すなわち、表２に示すように、波長５５０ｎｍの光に
対する高屈折率層７２，７７の光屈折率を約２．１８とし、波長４００ｎｍの光に対する
高屈折率層７２，７７の光屈折率を約２．３６とすることにより、０％線８１をほぼ中心
線として、反射率差のハンチングを生じさせることができた。このように本発明の高屈折
率層７２，７７により、反射率差のハンチングが０％線８１をほぼ中心線として生じるよ
うにすることができたことについては、様々な理由が考えられる。すなわち、高屈折率層
７２，７７の屈折率については、図１６Ａに示す様に、短波長領域では、高屈折率層７２
，７７の屈折率が２．４と高く、長波長領域では、高屈折率層７２，７７の屈折率は２．
１８３に近い数値を有するのが反射率差の観点で好ましい。４００～５５０ｎｍの波長領
域では、高屈折率層７２，７７の屈折率の波長依存性が透明導電体４０，４５のそれより
大きく、５５０～７８０ｎｍでは、高屈折率層７２，７７の屈折率の波長依存性は透明導
電体４０，４５のそれより小さいのが好ましいと考えられる。そして、この様な屈折率の
波長依存性を有する高屈折率層７２，７７を用いることにより、透明導電体４０，４５の
屈折率の波長依存性に起因する反射率差の波長依存性を適切に補正することが出来たと考
えられる。
【０２０１】
　（評価項目２　透過率）
　透明導電体４０，４５が設けられている領域および透明導電体４０，４５が設けられて
いない領域における光の透過スペクトルをシミュレーションにより求めた。次に、透明導
電体４０，４５が設けられていない領域における光の透過スペクトルと、透明導電体４０
，４５が設けられている領域における光の透過スペクトルとの差（透過率差）を求めた。
結果を図１７Ａに示す。また比較のため、高屈折率層７２，７７の光屈折率を波長に依ら
ず２．１８３にした場合の透過率差と、上述の実施例１の場合の透過率差と、をあわせて
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図１７Ｂに示す。
【０２０２】
　図１７Ａおよび図１７Ｂに示すように、高屈折率層７２，７７の光屈折率を波長に依ら
ず２．１８３とした場合、長波長の領域においては０％線８１をほぼ中心線として透過率
差のハンチングが生じていたが、短波長の領域においては透過率差のハンチングの中心線
が０％線８１よりも上となっていた。また、高屈折率層７２，７７の光屈折率を波長に依
らず２．０とした場合、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの全域にわたって、透過率差のハ
ンチングの中心線が０％線８１よりも上となっていた。また、高屈折率層７２，７７の光
屈折率を波長に依らず２．４とした場合、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍのほぼ全域にわ
たって、透過率差のハンチングの中心線が０％線８１よりも下となっていた。
【０２０３】
　これに対して、図１７Ｂにおいて実線で示す本発明の高屈折率層７２，７７によれば、
光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍのほぼ全域にわたって、０％線８１をほぼ中心線として透
過率差のハンチングが生じていた。すなわち、表２に示すように、波長５５０ｎｍの光に
対する高屈折率層７２，７７の光屈折率を約２．１８とし、波長４００ｎｍの光に対する
高屈折率層７２，７７の光屈折率を約２．３６とすることにより、０％線８１を中心線と
して、透過率差のハンチングを生じさせることができた。このように本発明の高屈折率層
７２，７７により、透過率差のハンチングが０％線８１をほぼ中心線として生じるように
することができたことについては、様々な理由が考えられる。すなわち、高屈折率層７２
，７７の屈折率については、図１７Ａに示す様に、短波長領域では、高屈折率層７２，７
７の屈折率が２．４と高く、長波長領域では、高屈折率層７２，７７の屈折率は２．１８
３に近い数値を有するのが透過率差の観点で好ましい。４００～５５０ｎｍの波長領域で
は、高屈折率層７２，７７の屈折率の波長依存性が透明導電体４０，４５のそれより大き
く、５５０～７８０ｎｍでは、高屈折率層７２，７７の屈折率の波長依存性は透明導電体
４０，４５のそれより小さいのが好ましいと考えられる。そして、この様な屈折率の波長
依存性を有する高屈折率層７２，７７を用いることにより、透明導電体４０，４５の屈折
率の波長依存性に起因する透過率差の波長依存性を適切に補正することが出来たと考えら
れる。
【０２０４】
　実施例２
　高屈折率層７２，７７の光屈折率（実数部）を、表２に示す光屈折率から、光波長３８
０ｎｍ～７８０ｎｍの全域にわたって一律に＋０．３、＋０．２１、＋０．２、＋０．１
、－０．１、－０．１４、－０．２、－０．２５または－０．３としたこと以外は、実施
例１と同様にして、シミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領
域における光の反射率および透過率の値と、透明導電体４０，４５が設けられていない領
域における光の反射率および透過率の値との差（ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過））を求
めた。またシミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域におけ
るｂ＊を求めた。結果を図１８に示す。
【０２０５】
　図１８に示すように、表２に示す高屈折率層７２，７７の光屈折率からの変位量が波長
によらず一律で－０．２６～＋０．２２の範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）および
ΔＹ（透過）が１％以下になるとともに、ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。また
、表２に示す高屈折率層７２，７７の光屈折率からの変位量が波長によらず一律で－０．
１２～＋０．１１の範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が０．５
％以下になるとともに、ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。従って、本発明による
タッチパネルセンサ３０において、好ましくは、波長５５０ｎｍの光に対する高屈折率層
７２，７７の光屈折率が２．１８＋０．２２／－０．２６の範囲内となっており、波長４
００ｎｍの光に対する高屈折率層７２，７７の光屈折率が２．３６＋０．２２／－０．２
６の範囲内となっている。より好ましくは、波長５５０ｎｍの光に対する高屈折率層７２
，７７の光屈折率が２．１８＋０．１１／－０．１２の範囲内となっており、波長４００
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ｎｍの光に対する高屈折率層７２，７７の光屈折率が２．３６＋０．１１／－０．１２の
範囲内となっている。このことにより、透明導電体４０，４５のパターンがタッチパネル
センサ３０の使用者から視認されるのを防ぐことができる。
【０２０６】
　実施例３
　高屈折率層７２，７７の厚みを、０、２、４、４．８、４．９、５、６、７、７．２、
８または１０ｎｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、シミュレーションにより、
透明導電体４０，４５が設けられている領域における光の反射率および透過率の値と、透
明導電体４０，４５が設けられていない領域における光の反射率および透過率の値との差
（ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過））を求めた。またシミュレーションにより、透明導電
体４０，４５が設けられている領域におけるｂ＊を求めた。結果を図１９に示す。
【０２０７】
　図１９に示すように、高屈折率層７２，７７の厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲内とな
っている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が１％以下になるとともに、ｂ＊の絶対
値が１．５以下となっていた。また、高屈折率層７２，７７の厚みが４．９～７．１ｎｍ
の範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が０．５％以下になるとと
もに、ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。従って、本発明によるタッチパネルセン
サ３０において、好ましくは、高屈折率層７２，７７の厚みが３．６～８．３ｎｍの範囲
内となっており、より好ましくは、高屈折率層７２，７７の厚みが４．９～７．１ｎｍの
範囲内となっている。このことにより、透明導電体４０，４５のパターンがタッチパネル
センサ３０の使用者から視認されるのを防ぐことができる。
【０２０８】
　実施例４
　透明導電体４０，４５の光屈折率（実数部）を、表２に示す光屈折率から、光波長３８
０ｎｍ～７８０ｎｍの全域にわたって一律に＋０．３、＋０．２、＋０．１３、＋０．１
、＋０．０８、－０．１、－０．２、－０．２５または－０．３としたこと以外は、実施
例１と同様にして、シミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領
域における光の反射率および透過率の値と、透明導電体４０，４５が設けられていない領
域における光の反射率および透過率の値との差（ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過））を求
めた。またシミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域におけ
るｂ＊を求めた。結果を図２０に示す。
【０２０９】
　図２０に示すように、表２に示す透明導電体４０，４５の光屈折率からの変位量が波長
によらず一律で－０．２５～＋０．１３の範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）および
ΔＹ（透過）が１％以下になるとともに、ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。また
、表２に示す透明導電体４０，４５の光屈折率からの変位量が波長によらず一律で－０．
０８～＋０．０７の範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が０．５
％以下になるとともに、ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。従って、本発明による
タッチパネルセンサ３０において、好ましくは、波長５５０ｎｍの光に対する透明導電体
４０，４５の光屈折率が１．９７＋０．１３／－０．２５の範囲内となっており、波長４
００ｎｍの光に対する透明導電体４０，４５の光屈折率が２．１２＋０．１３／－０．２
５の範囲内となっている。より好ましくは、波長５５０ｎｍの光に対する透明導電体４０
，４５の光屈折率が１．９７＋０．０７／－０．０８の範囲内となっており、波長４００
ｎｍの光に対する透明導電体４０，４５の光屈折率が２．１２＋０．０７／－０．０８の
範囲内となっている。このことにより、透明導電体４０，４５のパターンがタッチパネル
センサ３０の使用者から視認されるのを防ぐことができる。
【０２１０】
　実施例５
　透明導電体４０，４５の厚みを、０、５、８、１０、１２．５、１５、１６、１７、１
８、１９、２０、２０．５、２２．５または２５ｎｍとしたこと以外は、実施例１と同様
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にして、シミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域における
光の反射率および透過率の値と、透明導電体４０，４５が設けられていない領域における
光の反射率および透過率の値との差（ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過））を求めた。また
シミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域におけるｂ＊を求
めた。結果を図２１に示す。
【０２１１】
　図２１に示すように、透明導電体４０，４５の厚みが１２～２３ｎｍの範囲内となって
いる場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が１％以下になるとともに、ｂ＊の絶対値が
１．５以下となっていた。また、透明導電体４０，４５の厚みが１２～２０ｎｍの範囲内
となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が０．５％以下になるとともに、ｂ
＊の絶対値が１．５以下となっていた。従って、本発明によるタッチパネルセンサ３０に
おいて、好ましくは、透明導電体４０，４５の厚みが１２～２３ｎｍの範囲内となってお
り、より好ましくは、透明導電体４０，４５の厚みが１２～２０ｎｍの範囲内となってい
る。このことにより、透明導電体４０，４５のパターンがタッチパネルセンサ３０の使用
者から視認されるのを防ぐことができる。
【０２１２】
　実施例６
　低屈折率層７３，７８の光屈折率を、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの全域にわたって
一律に１．２、１．３、１．３１、１．３８、１．４、１．４６、１．５、１．５３、１
．６、１．６６、１．７、１．８または２．０としたこと以外は、実施例１と同様にして
、シミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域における光の反
射率および透過率の値と、透明導電体４０，４５が設けられていない領域における光の反
射率および透過率の値との差（ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過））を求めた。またシミュ
レーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域におけるｂ＊を求めた。
結果を図２２に示す。
　なお表２から明らかなように、二酸化珪素（ＳｉＯ２）などからなる低屈折率層７３，
７８における光屈折率の波長依存性は、透明導電体４０，４５または高屈折率層７２，７
７における光屈折率の波長依存性に比べて小さい。従って本実施例においては、上述のよ
うに、低屈折率層７３，７８の光屈折率を、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの全域にわた
って一律の値とした。
【０２１３】
　図２２に示すように、低屈折率層７３，７８の光屈折率が１．３０～１．６７の範囲内
となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が１％以下になるとともに、ｂ＊の
絶対値が１．５以下となっていた。また、低屈折率層７３，７８の光屈折率が１．３７～
１．６７の範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が０．５％以下に
なるとともに、ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。従って、本発明によるタッチパ
ネルセンサ３０において、好ましくは、低屈折率層７３，７８の光屈折率が１．３０～１
．６７の範囲内となっており、より好ましくは、低屈折率層７３，７８の光屈折率が１．
３７～１．６７の範囲内となっている。このことにより、透明導電体４０，４５のパター
ンがタッチパネルセンサ３０の使用者から視認されるのを防ぐことができる。
【０２１４】
　実施例７
　低屈折率層７３，７８の厚みを、０、２０、２７、４０、４２、４８、５０、６０、６
４、６８、７０、８５または１００ｎｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、シミ
ュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域における光の反射率お
よび透過率の値と、透明導電体４０，４５が設けられていない領域における光の反射率お
よび透過率の値との差（ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過））を求めた。またシミュレーシ
ョンにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域におけるｂ＊を求めた。結果を
図２３に示す。
【０２１５】
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　図２３に示すように、低屈折率層７３，７８の厚みが４１～８７ｎｍの範囲内となって
いる場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が１％以下になるとともに、ｂ＊の絶対値が
１．５以下となっていた。また、低屈折率層７３，７８の厚みが４９～８６ｎｍの範囲内
となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が０．５％以下になるとともに、ｂ
＊の絶対値が１．５以下となっていた。従って、本発明によるタッチパネルセンサ３０に
おいて、好ましくは、低屈折率層７３，７８の厚みが４１～８７ｎｍの範囲内となってお
り、より好ましくは、低屈折率層７３，７８の厚みが４９～８６ｎｍの範囲内となってい
る。このことにより、透明導電体４０，４５のパターンがタッチパネルセンサ３０の使用
者から視認されるのを防ぐことができる。
【０２１６】
　実施例８
　アンダーコート層７１，７６の光屈折率を、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの全域にわ
たって一律に１．３、１．３６、１．４、１．４１、１．４３、１．４７、１．５、１．
５５、１．５８、１．６、１．６６、１．７、１．８または２．０としたこと以外は、実
施例１と同様にして、シミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている
領域における光の反射率および透過率の値と、透明導電体４０，４５が設けられていない
領域における光の反射率および透過率の値との差（ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過））を
求めた。またシミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設けられている領域にお
けるｂ＊を求めた。結果を図２４に示す。
　なお表２から明らかなように、アクリル樹脂などからなるアンダーコート層７１，７６
における光屈折率の波長依存性は、透明導電体４０，４５または高屈折率層７２，７７に
おける光屈折率の波長依存性に比べて小さい。従って本実施例においては、上述のように
、アンダーコート層７１，７６の光屈折率を、光波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの全域にわ
たって一律の値とした。
【０２１７】
　図２４に示すように、アンダーコート層７１，７６の光屈折率が１．３５～１．６７の
範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が１％以下になるとともに、
ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。また、アンダーコート層７１，７６の光屈折率
が１．４４～１．５８の範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が０
．５％以下になるとともに、ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。従って、本発明に
よるタッチパネルセンサ３０において、好ましくは、アンダーコート層７１，７６の光屈
折率が１．３５～１．６７の範囲内となっており、より好ましくは、アンダーコート層７
１，７６の光屈折率が１．４４～１．５８の範囲内となっている。このことにより、透明
導電体４０，４５のパターンがタッチパネルセンサ３０の使用者から視認されるのを防ぐ
ことができる。
【０２１８】
　実施例９
　アンダーコート層７１，７６の厚みを、０、１００、２００、５００、６００、９００
、９５０、１０００、２０００、３０００、４０００、５０００または１００００ｎｍと
したこと以外は、実施例１と同様にして、シミュレーションにより、透明導電体４０，４
５が設けられている領域における光の反射率および透過率の値と、透明導電体４０，４５
が設けられていない領域における光の反射率および透過率の値との差（ΔＹ（反射）およ
びΔＹ（透過））を求めた。またシミュレーションにより、透明導電体４０，４５が設け
られている領域におけるｂ＊を求めた。結果を図２５に示す。
【０２１９】
　図２５に示すように、アンダーコート層７１，７６の厚みが６００～１００００ｎｍの
範囲内となっている場合、ΔＹ（反射）およびΔＹ（透過）が０．５％以下になるととも
に、ｂ＊の絶対値が１．５以下となっていた。従って、本発明によるタッチパネルセンサ
３０において、好ましくは、アンダーコート層７１，７６の厚みが６００～１００００ｎ
ｍの範囲内となっている。このことにより、透明導電体４０，４５のパターンがタッチパ
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ネルセンサ３０の使用者から視認されるのを防ぐことができる。
【符号の説明】
【０２２０】
１０　入出力装置
１５　表示装置
２０　タッチパネル装置
３０　タッチパネルセンサ
３２　基材フィルム
３２ａ　面（一方の側の面）
３２ｂ　面（他方の側の面）
３３　フィルム本体
３６ａ　第１センサ電極
３６ｂ　第１取出配線
３６ｃ　検出制御部との接続端子部
３７ａ　第２センサ電極
３７ｂ　第２取出配線
３７ｃ　検出制御部との接続端子部
４０　第１透明導電体
４１　第１センサ部
４１ａ　ライン部
４１ｂ　膨出部
４２　第１接続部
４３　第１取出導電体
４５　第２透明導電体
４６　第２センサ部
４６ａ　ライン部
４６ｂ　膨出部
４７　第２接続部
４８　第２取出導電体
５０　積層体（ブランクス）
５２ａ　第１透明導電層
５２ｂ　第２透明導電層
５４ａ　第１遮光導電層（第１被覆導電層）
５４ｂ　第２遮光導電層（第２被覆導電層）
５６ａ　第１感光層
５６ｂ　第２感光層
５６ｃ　第３感光層（さらなる感光層）
５６ｄ　第４感光層（さらなる感光層）
５８ａ　第１マスク（第１フォトマスク）
５８ｂ　第２マスク（第２フォトマスク）
５８ｃ　第３マスク（第３フォトマスク）
５８ｄ　第４マスク（第４フォトマスク）
６１　第１中間層
６２　第１保護層
６６　第２中間層
６７　第２保護層
７０　第１機能層
７１　第１アンダーコート層
７１ａ　面（一方の側の面）
７２　第１高屈折率層
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７２ａ　面（一方の側の面）
７３　第１低屈折率層
７５　第２機能層
７６　第２アンダーコート層
７６ｂ　面（他方の側の面）
７７　第２高屈折率層
７７ｂ　面（他方の側の面）
７８　第２低屈折率層
８０　中間積層体
８１　０％線
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